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総務委員会会議録 
 

令和２年３月１８日 水曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ３時４１分閉議（実時間２５２分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１号・令和元年度八代市一般会計補

正予算・第１１号（関係分） 

１．議案第４２号・令和元年度八代市一般会計

補正予算・第１２号 

１．議案第５号・令和２年度八代市一般会計予

算（関係分） 

１．議案第４３号・令和２年度八代市一般会計

補正予算・第１号（関係分） 

１．議案第１１号・令和２年度八代市ケーブル

テレビ事業特別会計予算 

１．議案第１８号・専決処分の報告及びその承

認について（令和元年度八代市一般会計補

正予算・第１０号（関係分）） 

１．議案第１９号・八代市過疎地域自立促進計

画の変更について 

１．議案第２２号・八代市職員の分限に関する

手続及び効果に関する条例等の一部改正に

ついて 

１．議案第２３号・八代市一般職の職員の給与

に関する条例の一部改正について 

１．議案第２４号・議会の議員その他非常勤の

職員の公務災害補償等に関する条例及び地

方公務員法及び地方自治法の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係条例の整備等に関

する条例の一部改正について 

１．議案第２５号・八代市一般職の任期付職員

の採用等に関する条例の一部改正について 

１．議案第２６号・八代市固定資産評価審査委

員会条例の一部改正について 

１．議案第２７号・八代市印鑑条例の一部改正

について 

１．所管事務調査 

 ・行財政の運営に関する諸問題の調査 

 ・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調

査 

 （八代市国土強靭化地域計画（案）につい

て） 

 （令和２年度組織機構再編の概要について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  橋 本 幸 一 君 

副委員長  金 子 昌 平 君 

委  員  太 田 広 則 君 

委  員  中 村 和 美 君 

委  員  成 松 由紀夫 君 

委  員  橋 本 徳一郎 君 

委  員  堀   徹 男 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 財務部長      佐 藤 圭 太 君 

  財務部次長    尾 﨑 行 雄 君 
 
  理事兼 
           松 元 真 介 君 
  新庁舎建設課長 
 

  財政課長     田 中 智 樹 君 

  市民税課長    中 田 利一郎 君 

 市長公室長     松 本 浩 二 君 

  理事兼国際課長  嶋 田 和 博 君 

  理事兼秘書広報課長 野々口 正 治 君 

  人事課長     濱 田 浩 介 君 

 総務企画部長    松 村   浩 君 
 
  総括審議員兼 
           山 田 純 子 君 
  総務企画部次長 
 

  総務企画審議員  緒 方   浩 君 

  理事兼企画政策課長 福 本 桂 三 君 
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  文書統計課長   加 来 康 弘 君 

  情報政策課長   早 木 浩 二 君 

  危機管理課長   廣 兼 和 久 君 
 
  危機管理課 
           稲 崎 敬 文 君 
  消防防災係長 

 市民環境部長    桑 原 真 澄 君 
 
  理事兼 
           遠 山 光 徳 君 
  市民活動政策課長 
 

  人権政策課長   宮 川 武 晴 君 

  市民課長     西 田 裕 一 君 

  市民課長補佐   竹 下 慎 一 君 

部局外 

 議会事務局長    宮 田   径 君 

  議会事務局次長  増 田 智 郁 君 

                              

○記録担当書記     上 野 洋 平 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（橋本幸一君） 皆さん、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）定刻となり、定足数に達しましたので、

ただいまから総務委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第１号・令和元年度八代市一般会計補正

予算・第１１号（関係分） 

○委員長（橋本幸一君） 最初に、予算議案の

審査に入ります。 

 まず、議案第１号・令和元年度八代市一般会

計補正予算・第１１号中、当委員会関係分を議

題とし、説明を求めます。 

 それでは、歳入と及び歳出の第２款・総務

費、及び歳出の第１２款・諸支出金について、

財務部より説明願います。 

○財務部長（佐藤圭太君） 皆様、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）財務部の佐藤でございます。 

 総務委員会に付託された議案につきまして、

総務委員会審査案件に従って説明させていただ

きます。 

 まず、予算議案の説明につきまして、一般会

計は全体の歳入及び歳出の総務費、その他関係

分について尾﨑財務部次長、議会費は増田議会

事務局次長、消防費は山田総務企画部総括審議

員兼次長が説明いたします。なお、ケーブルテ

レビ事業特別会計につきましては、早木情報政

策課長が説明いたします。 

 次に、事件議案のうち、専決処分の報告、そ

の承認については尾﨑財務部次長、その他の事

件議案及び条例議案につきましては、それぞれ

の担当課長が説明いたします。 

 本日もどうぞよろしくお願いいたします。

（｢お願いします｣と呼ぶ者あり） 

○財務部次長（尾﨑行雄君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）財務部次長の尾﨑でございます。よろしく

お願いいたします。それでは、着座にて説明さ

せていただきます。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） それでは、別冊

となっております議案第１号・令和元年度八代

市一般会計補正予算・第１１号をお願いいたし

ます。 

 総務委員会付託分について御説明いたしま

す。１ページをお願いします。 

 まず、第１条、歳入歳出予算の補正でござい

ますが、歳入歳出それぞれ１４億７３３４万３

０００円を追加し、補正後の総額を歳入歳出そ

れぞれ６６８億９８９万２０００円としており

ます。 

 次に、第２条で継続費の補正を、第３条で繰

越明許費の補正を、第４条で債務負担行為の補

正を、第５条で地方債の補正をお願いしており

ますが、内容につきましては、４ページから８

ページの表で説明いたします。 

 それでは、４ページをお願いいたします。 
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 第２表、継続費補正は、１の変更で、歳出予

算の追加及び契約内容の支払い予定に合わせて

年割額の変更を行っております。 

 まず、款２・総務費、項１・総務管理費の新

庁舎建設事業では、補正前の１３３億８０８０

万円に、電気附帯工事の２億７５００万円を追

加し、補正後の総額を１３６億５５８０万円と

するとともに、支払い予定に合わせるため、年

割額の変更を行っております。 

 次の款９・教育費、項７・社会教育費の民俗

伝統芸能伝承館（仮称）整備事業では、総額に

変更はありませんが、契約内容の支払い予定に

合わせて年割額の変更を行っております。 

 ５ページをお願いいたします。 

 第３表、繰越明許費補正では、本年度内の事

業完了が見込めない事業について、繰越明許費

の追加及び変更を行っております。 

 まず、１の追加では、款２・総務費、項１・

総務管理費のコミュニティセンター施設整備事

業で２１２０万８０００円の限度額設定を行っ

ておりますが、これは、高田コミュニティセン

ター機械設備工事において、契約相手方より令

和２年度に一括して完工払いの意向を示されま

したので、繰り越すこととなったものでござい

ます。 

 次に、款３・民生費、項１・社会福祉費の介

護基盤緊急整備特別対策事業で１億６３５２万

円、及び施設開設準備経費助成特別対策事業で

３１８８万２０００円の限度額設定を行ってお

ります。これは、地域密着型の２つの介護施設

整備について、年度内の完成が困難となったこ

とから繰り越すものでございます。 

 次に、項２・児童福祉費の私立保育所施設整

備事業で１億２７５５万８０００円の限度額設

定を行っておりますが、これは、認定こども

園、聖愛幼稚園の改築工事において、年度内の

解体工事の完了が困難となったことから繰り越

すものでございます。 

 続きまして、款５・農林水産業費、項１・農

業費の強い農業づくり支援事業では５億４６３

４万１０００円の限度額設定を行っておりま

す。今回整備予定の集出荷貯蔵施設建屋の建設

資材であるハイテンションボルトの需要逼迫を

受け、工事が年度内に完了しないため繰り越す

ものでございます。 

 次の農業水路等長寿命化・防災減災事業では

６９０万２０００円の限度額設定を行っており

ますが、これは、令和２年度事業の前倒しがあ

り、十分な工期が確保できず、年度内完了が困

難なため繰り越すものでございます。 

 次の地籍調査事業の３７８３万円は、国の１

次補正予算に伴うものであり、令和２年度実施

予定の一部を前倒しして行うものですが、年度

内での事業完了が見込めませんので、繰り越す

ものでございます。 

 次に項２・林業費の道整備交付金事業で６７

５１万４０００円の限度額設定を行っておりま

すが、これは、国の１次補正に伴い、今回の補

正予算に計上しております令和２年度実施予定

を前倒しして行うものですが、年度内での事業

完了が見込めませんので、繰り越すものでござ

います。 

 続きまして、款６、項１・商工費のかわまち

づくり推進事業では６４５８万１０００円の限

度額設定を行っております。これは、球磨川左

岸高水敷を、国交省と市が連携して整備を行っ

ておりますが、国施工の基盤整備の計画に変更

が生じましたことから着手が遅れ、年度内の完

了が困難となりましたので、繰り越すものでご

ざいます。 

 ６ページに移りまして、款７・土木費、項

１・土木管理費の民間建築物耐震化促進事業で

は、１１２０万円の限度額設定を行っておりま

すが、申請者と設計者等による耐震工事計画の

協議に時間を要したものなど、年度内の事業完

了が困難となったことから繰り越すものでござ
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います。 

 次の老朽危険空き家等除却促進事業では７３

５万２０００円の限度額設定を行っております

が、これは、事業実施者の辞退があり、待機者

を繰り上げて事業を実施することとしました

が、昨年末に事業開始され、年度内の完了が困

難となったことから繰り越すものでございま

す。 

 次に、項２・道路橋梁費の交通安全施設整備

事業で２０４６万円の限度額設定を行っており

ます。これは、国の１次補正に伴い、今回の補

正予算に計上しております令和２年度実施予定

を前倒しして行うものですが、年度内での事業

完了が見込めませんので、繰り越すものでござ

います。 

 次に、項３・河川費の市内一円河川改修事業

で５００万円の限度額設定を行っております。

これは、入札不調があり、再入札を行ったこと

により、業者選定が遅れたことから、年度内の

完了が困難となったため、繰り越すものでござ

います。 

 次に、項５・都市計画費の西片西宮線道路整

備事業で１億１４６９万３０００円の限度額設

定を行っております。これは、国の１次補正に

伴い、令和２年度実施予定の事業の一部を前倒

しして行うものなど、年度内の完了が見込めま

せんので、繰り越すものでございます。 

 次の市内一円都市下水路整備事業で１０５０

万円の限度額設定を行っておりますが、これ

は、入札不調があり、再入札を行ったことによ

り、業者選定が遅れたことから、年度内の完了

が困難となったため繰り越すものでございま

す。 

 次の都市公園安全・安心対策緊急支援事業で

７２４万１０００円の限度額設定を行っており

ますが、これは、トイレ改築・園路改修工事に

おいて、受注生産資材の入手遅延により、年度

内の完了が困難となったため繰り越すものでご

ざいます。 

 続きまして、款８、項１・消防費の消防施設

整備事業では３５６万４０００円の限度額設定

を行っておりますが、これは、消防施設整備事

業の消火栓負担金について、入札不調や地元及

び道路管理者等と協議及び設計見直しに不測の

日数を要したことから、年度内の完了が困難と

なったため繰り越すものでございます。 

 次の防災行政無線整備事業では６億１１００

万円の限度額設定を行っておりますが、これ

は、防災行政無線整備工事において、契約相手

方より令和２年度に一括して完工払いの意向を

示されましたので、繰り越すこととなったもの

でございます。 

 ７ページをお願いします。 

 続きまして、２の変更でございます。款５・

農林水産業費、項１・農業費の市内一円土地改

良整備事業で、補正前の１３３７万５０００円

に５００万３０００円を増額し、１８３７万８

０００円に限度額の変更を行っておりますが、

これは２回の入札不調、及び令和２年度予定し

ていた事業が前倒しとなり、十分な工期を確保

できないため繰り越すものでございます。 

 款７・土木費、項２・道路橋梁費の道路維持

事業で、補正前の４４００万円に５０００万円

を増額し、９４００万円に限度額の変更を行っ

ておりますが、これは、国の１次補正に伴うも

のであり、今回の補正予算に計上しております

令和２年度実施予定を前倒しして行うものです

が、年度内での事業完了が見込めませんので、

繰り越すものでございます。 

 次の市内一円道路改良事業で、補正前の１億

５４６２万円に１億４４６０万１０００円を増

額し、２億９９２２万１０００円に限度額の変

更を行っておりますが、これは、今回の補正予

算に計上しております令和２年度実施予定の国

の１次補正に伴い、道路改良工事を前倒しして

行うものなど、年度内完了が困難となったため
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繰り越すものでございます。 

 次の橋梁長寿命化修繕事業で、補正前の１億

１９００万円に１億８３００万円を増額し、３

億２００万円に限度額の変更を行っております

が、これは、今回の補正予算に計上しておりま

す令和２年度実施予定の国の１次補正に伴い、

維持補修工事を前倒しして行うものなど、年度

内完了が困難となったため繰り越すものでござ

います。 

 続きまして、款１０・災害復旧費、項１・農

林水産業施設災害復旧費の林道施設災害復旧事

業で、補正前の２９６万５０００円に５００万

円を増額し、７９６万５０００円に限度額の変

更を行っております。これは、平成３０年７月

の梅雨前線豪雨に伴う林道菊池人吉線の復旧工

事において、竣工検査前に再度被災したため、

被災の要因となったのり面上部の整備を、県が

繰越し事業により実施しますことから、県の仮

設防護柵工事完了後に施工するため、繰り越す

ものでございます。 

 ８ページをお願いします。 

 第４表、債務負担行為補正でございます。１

の廃止として、財務書類等作成業務委託を職員

による自主作成に切り替えましたので、減額補

正して債務負担行為を廃止するものでございま

す。 

 次は、第５表、地方債補正でございますが、

１の変更で、まず、土地改良事業では、補正前

の７７９０万円から１億１２７０万円増額し、

１億９０６０万円に変更いたしております。 

 次の林道整備事業では、補正前の６０１０万

円から３６２０万円増額し、９６３０万円に変

更いたしております。 

 次の道路整備事業では、補正前の９億９４３

０万円から１億３２００万円増額し、１１億２

６３０万円に変更いたしております。 

 次の河川海岸整備事業では、補正前の３８５

０万円から２７５０万円増額し、６６００万円

に変更いたしております。 

 次の港湾整備事業では、補正前の２億３８７

０万円から１億１０５０万円増額し、３億４９

２０万円に変更いたしております。 

 次の街路整備事業では、補正前の１億６２０

万円から２５００万円増額し、１億３１２０万

円に変更いたしております。 

 次の災害復旧事業では、補正前の５４億６２

８０万円から７２６０万円減額し、５３億９０

２０万円に変更いたしております。 

 詳細は、１６ページから１７ページにかけ

て、歳入、款２２・市債のところで説明いたし

ます。なお、起債の方法、利率、償還の方法に

つきましては、補正前と同じでございます。 

 続きまして、歳入を説明いたします。１２ペ

ージをお願いいたします。 

 款１・市税、項１・市民税、目２・法人、節

１・現年課税分で、減額の４５００万円を計上

しておりますが、これは、決算見込みに伴う減

額を行っております。 

 次に、項２、目１・固定資産税、節１・現年

課税分で３億８０００万円を計上しております

が、これは、償却資産の決算見込みに伴う増額

を行っております。 

 款１１、項１、目１、節１・地方交付税で１

億１９６３万２０００円を計上しております

が、これは、今回の補正予算の一般財源でござ

います。 

 １３ページをお願いします。 

 次に、款１５・国庫支出金、項１・国庫負担

金、目１・民生費国庫負担金、節１・社会福祉

費負担金で２５００万円を計上しております。

この障がい児通所支援事業負担金は、令和元年

１０月からの幼児教育・保育の無償化等で、給

付費が増加したことによるものでございます。

次に、節２・児童福祉費負担金で６１７８万７

０００円を計上しておりますが、まず、保育所

運営費負担金の５３９６万３０００円は、私立
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保育所や小規模保育事業所等に支弁する施設型

給付費が増加したことによるものでございま

す。また、子育てのための施設等利用給付交付

金７８２万４０００円は、令和元年１０月から

の幼児教育・保育の無償化に伴い、私学幼稚

園・認可外保育施設等への施設等利用給付金が

発生したことによるものでございます。次に、

節３・生活保護費負担金で４２００万円を計上

しておりますが、これは、高齢者世帯数の増

加、及び１人当たりの医療費単価等が増加した

ことによるものでございます。 

 次に、項２・国庫補助金、目４・土木費国庫

補助金、節１・道路橋梁費補助金で１億５７２

２万２０００円を計上しておりますが、いずれ

も、先ほど、第２表、繰越明許費補正の１、追

加及び２の変更で説明しましたが、国の１次補

正に伴うものであり、令和２年度予定の事業を

前倒しして行うものでございます。 

 まず、トンネル点検・修繕事業の２７５０万

円は、日光隧道外１カ所の補修設計及び工事を

行う道路維持事業に対して補助されるものでご

ざいます。 

 次の交通安全施設整備事業の１０７８万円

は、竜西幹１号線外５路線の交通安全施設工事

に対して補助されるものです。 

 次に、東西アクセス線改良事業の１１１４万

２０００円は、新牟田西牟田線の道路改良事業

に対して補助されるものです。 

 次の氷川高校前線改良事業の１９８０万円

は、本路線の道路改良事業に対して補助される

ものです。 

 次に、橋梁長寿命化修繕事業の８８００万円

は、犬山橋外７橋の橋梁維持補修工事や郡築三

番町１号橋外２橋の調査設計業務委託に対して

補助されるものです。 

 次に、節２・都市計画費補助金で２５００万

円を計上しておりますが、これは、西片西宮線

道路整備事業に対して補助されるものです。 

 １４ページをお願いします。 

 款１６・県支出金、項１・県負担金、目１・

民生費県負担金、節１・社会福祉費負担金の１

２５０万円は、先ほど国庫支出金で説明いたし

ましたが、県負担分の障がい児通所支援事業負

担金でございます。次の節２・児童福祉費負担

金３０８９万３０００円につきましても、先ほ

ど国庫支出金で説明いたしましたが、県負担分

の保育所運営費負担金及び子育てのための施設

等利用給付交付金でございます。 

 続きまして、項２・県補助金、目１・総務費

県補助金、節１・総務管理費補助金で１９２５

万７０００円を計上しております。これは、地

方バス路線維持に係る経費に対して交付される

熊本県生活交通維持・活性化総合交付金でござ

います。 

 次に、目４・農林水産業費県補助金、節１・

農業費補助金で２８３７万２０００円を計上し

ております。これは、先ほど第２表、繰越明許

費補正の１、追加で説明しましたが、国の１次

補正に伴う令和２年度実施予定の地籍調査事業

の一部を前倒しして行うものでございます。次

の節２・林業費補助金で３１０８万１０００円

を計上しておりますが、これも、先ほど第２

表、繰越明許費補正、１の追加で説明しました

が、国の１次補正に伴い、今回令和２年度実施

予定を前倒しして行うものです。 

 道整備交付金の２５００万６０００円と、森

林・林業・木材産業基盤整備交付金の６０７万

５０００円は、観音線外６路線の舗装工事に対

して補助されるものです。 

 １５ページをお願いします。 

 款１８、項１・寄附金、目１・総務費寄附

金、節１・総務管理費寄附金で７０００万円を

計上しておりますが、これは、ふるさと元気づ

くり応援寄附金への寄附申し込みが増額となっ

たことによるものでございます。このうち、八

代産畳表認知向上・需要拡大事業への寄附分に
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３０００万円を予定しております。 

 次に、款１９・繰入金、項１・基金繰入金、

目６、節１・ふるさと八代元気づくり応援基金

繰入金の９４５万円を計上しております。これ

は、先ほど国庫支出金で説明いたしました子育

てのための施設等利用給付交付金同様に、令和

元年１０月からの幼児教育・保育の無償化に伴

い、市独自施策である副食費第３子減免のため

に補助を行うものでございます。 

 次に、目１５、節１・八代市庁舎建設基金繰

入金の７２６０万円は、新庁舎建設事業の財源

について、当初充当率１００％の災害復旧債を

予定しておりましたが、旧庁舎との面積案分に

より超過する部分について、充当率９５％の合

併特例債を活用することとなりましたので、残

り５％分について、八代市庁舎建設基金繰入金

を活用するため、歳入組替えを行うものでござ

います。 

 １６ページをお願いします。 

 款２０、項１、目１、節１・繰越金の５０５

９万円は、決算見込みに伴う増額を行っており

ます。 

 次に、款２１・諸収入、項４、目５、節８・

雑入の１１６５万９００円を計上しておりま

す。これは、県人事交流に伴う派遣職員の受け

入れ人数が当初の予定を上回り、３人から５人

になりましたので、県から追加の人件費負担分

でございます。 

 次に、款２２、項１・市債、目４・農林水産

業債、節１・農業債の１億１７３０万円を計上

しております。説明欄一番上の県営経営体育成

基盤整備事業負担金から、一番下の県営湛水防

除事業負担金まで、４つの県営事業負担金につ

きましては、令和元年度の事業費確定に加え、

令和２年度実施予定の一部を前倒しして行うも

ので、国の１次補正予算に伴い、事業費の追加

がありましたので、それぞれの対象事業費に対

して１００％を充当する補正予算債などでござ

います。次に、節２・林業債の３６２０万円

は、先ほど県支出金でも説明しましたが、国の

１次補正に伴い、令和２年度実施予定の事業を

前倒しして行うもので、林道舗装工事に係る市

債で、起債対象事業費から県支出金を差し引い

た額の１００％を充当する補正予算債でござい

ます。 

 １７ページをお願いします。 

 目６・土木債、節１・道路橋梁債の１億３２

００万円は、先ほど国庫支出金でも説明しまし

たが、国の１次補正予算に伴い、令和２年度実

施予定の事業を前倒しして行うもので、起債対

象事業費から国庫支出金を差し引いた額の１０

０％を充当する補正予算債などでございます。

次の節２・河川債の２２９０万円は、県河川海

岸事業について、各事業地区の事業費が確定し

たことから不足する負担金分でございます。次

の節３・港湾債の１億１０５０万円は、令和元

年度の事業費確定に加え、令和２年度実施予定

の八代港県営港湾整備事業の一部を前倒しして

行うもので、国の１次補正予算に伴い、事業費

の追加がありましたので、それぞれの対象事業

費に対して１００％を充当する補正予算債等で

ございます。次の節４・都市計画債の２５００

万円は、国の１次補正予算に伴い、事業費の追

加がありました西片西宮線道路整備事業に係る

市債で、起債対象事業費から国庫支出金を差し

引いた額の充当率１００％の合併特例債でござ

います。 

 次に、目９・災害復旧債、節１・その他公

共・公用施設災害復旧債で７２６０万円の減額

でございますが、これは、先ほど繰入金でも説

明しましたが、新庁舎建設事業の財源につい

て、充当率９５％の合併特例債を活用すること

となりましたので、残りの５％分について、八

代市庁舎建設基金繰入金を活用し、市債分の減

額を行うものでございます。 

 以上が歳入の説明でございます。 
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 引き続き、歳出を説明いたします。１８ペー

ジをお願いいたします。 

 款２・総務費でございます。項１・総務管理

費、目１・一般管理費では８９８４万１０００

円を計上しておりますが、主なものは、説明欄

の職員給与経費において、早期退職及び普通退

職に係る１０名分の退職手当の追加を補正する

もので、また、職員派遣事業においては、先ほ

ど歳入でも説明しましたが、県との人事交流に

伴う派遣職員の受入れ人数が、当初予定の３人

から５人になりましたので、人件費負担金の不

足額を補正するものです。 

 次に、目７・交通防犯対策費では、生活交通

確保維持事業で２億２８４万８０００円を計上

しております。これは、乗り合いタクシーの予

約便の運行増加に伴い、タクシー事業者に交付

する補助金の追加、及び地方バス路線の維持に

係る補助金で、産交バス株式会社１９系統、及

び株式会社麻生交通の１系統に対して補助する

ものでございます。 

 なお、特定財源として１９２５万７０００円

の県支出金がございます。 

 次に、目１１・諸費は、国県支出金等返還金

事業で１億３７８８万４０００円を計上してお

ります。主なものは、生活保護費負担金や障害

者自立支援給付費等国庫負担金など、過年度に

交付された国県支出金の精算に伴い、超過交付

分を返還するものでございます。 

 次に、目１２・市庁舎建設費では、先ほど歳

入で説明しましたが、繰入金と市債で７２６０

万円の組替えを行っております。 

 ページが飛びまして、２２ページをお願いい

たします。 

 下の表で、款１２・諸支出金、項１・基金

費、目５・ふるさと八代元気づくり応援基金

費、節２５・積立金で７０００万円を計上して

おります。これも、先ほど歳入で説明しました

が、ふるさと納税による寄附申込みが、見込み

より多くなったため、積立金の不足額を補正す

るものでございます。 

 以上で歳出の説明を終わります。御審議のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（橋本幸一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（太田広則君） 冒頭の継続費補正でで

すね、新庁舎建設事業で電気附帯工事が附帯さ

れて、計上費が変更になる、補正になるちゅう

のは十分理解するんですが、今後ですね、建設

工事が進むと。例えば、この金額というのは、

電気工事というのは、もうこれで終わりなんで

しょうか。変わってくる可能性が、資材の高騰

等を含めてですね、今後どうなんでしょう、こ

この金額ちゅうのは。まだ変わってくる可能性

がありますか。そこの確認だけです。 

○理事兼新庁舎建設課長（松元真介君） おは

ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり）新庁舎建設課長の松元でございま

す。 

 今のですね、お尋ねなんですけども、当然新

規経費とか、設計工事費に関しましてはです

ね、設計変更が伴えば、そういった可能性はあ

ります。ただ、継続費についてはですね、今の

ところ予定していますのは、多分、外構工事が

出る可能性はあります。当然複数年度、多分、

令和２年度から３年度にかけての複数年になり

ますので、それは継続費、また補正でお願いす

る形になるかもしれません。 

○委員（太田広則君） それは、電気工事に限

らず、全ての工事に、その補正がかかってくる

可能性というのはあると、管工事等も含めると

どうなんですか。全ての工事で、そういった補

正が上がってくる可能性というのは、やっぱり

準備しといたがいいんですかね、私たちの議員

とすれば。 

○理事兼新庁舎建設課長（松元真介君） その
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ときは、また御相談させていただきますので、

よろしくお願いします。（委員太田広則君「は

い、わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。 

○委員（成松由紀夫君） 今、太田議員の関連

ですが、減ることはなかと思うとですよ。物価

スライド、それと資材高騰、働き方改革、人件

費もろもろですね。結局、分離発注で広く、地

場企業育成の観点ということで、執行部がよく

言われとった中で、やっぱり時間的なもの、例

の免振問題等々もあって、執行部がかなり巻き

ながら、スピード感を持ってですね、取り組む

ような中で一括ということで、今の予算ですよ

ね。ただ、地場の孫請さん、下請さんたちが、

広くいけるには、先ほどの、そのときは相談さ

せていただきますということなんですけれど

も、減ることは、まず、なかと思うとですよ

ね。そこら辺の考え方を、話せる範囲ちゅう

か、可能性だけはしっかり話ばしとってもらっ

たほうが、準備はしていかなんとだろうなあと

いうふうに思うので、いかがですかね。 

○理事兼新庁舎建設課長（松元真介君） ただ

いまの話なんですけれど、多分下がることは、

確かにですね、今、新型コロナウイルス蔓延に

ついて、こういったものもあるんで、今後はっ

きり言って、資材も含めて、労務に関して、そ

ういったものもありますので、そういったもの

が、今後どういうふうになっていくか、はっき

り言ってわからないところがあるんですけれど

も、確かに、インフレサイドの、今ちょっと話

が出ましたが、インフレサイドに関しては、今

年もやっぱり２月に出てます。そういった意味

も含めますとですね、今後確かにそういった労

務費とか、資材の高騰による建設費の増加、そ

ういったものは十分考えられるということは想

像します。 

○委員（成松由紀夫君） まさに、体制のとこ

ろで、コロナにも触れたかったですけれども、

今回のコロナの部分でですね、やっぱりかなり

影響が出てくると思うとですよ。特に財政が担

当なので、しっかり圧縮しながらやられてます

けれども、必要な部分っていうのは、やっぱり

しっかり相談されていいと思います。そうせん

と、やっぱり八代の業者さんたちがですね、新

庁舎を見たときに、トラウマタワーにならない

ような、やっぱりシンボルタワーとしてのきち

んとしたものを適切にやっていく部分というの

は、しっかり議会のほうに相談されて結構だと

思いますので、引き続き頑張っていただきたい

と思います。 

 以上です。 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１号・令和元年度八代市一般会計補正

予算・第１１号中、当委員会関係分について

は、原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（橋本幸一君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第４２号・令和元年度八代市一般会計補

正予算・第１２号 

○委員長（橋本幸一君） 次に、議案第４２

号・令和元年度八代市一般会計補正予算・第１

２号を議題とし、説明を求めます。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） 引き続き着座に

て説明させていただきます。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） それでは、別冊
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となっております３月定例会議案書その２をお

願いいたします。 

 議案第４２号・令和元年度八代市一般会計補

正予算・第１２号でございます。総務委員会付

託分について御説明いたします。 

 ３ページをお願いいたします。 

 まず、第１条、債務負担行為の補正をお願い

しておりますが、内容につきましては、４ペー

ジの表で説明いたします。 

 ４ページをお願いいたします。 

 第１表、債務負担行為補正の１、追加でござ

いますが、まず、新型コロナウイルス対策経営

安定資金に対する利子補給及び保証料は、農林

漁業者への対策であり、期間を融資年度以降負

担すべき額が終了する年度まで、限度額を貸付

け限度額１０億円に対する利子補給及び保証料

に設定しております。 

 同様に、金融円滑化特別資金（新型コロナウ

イルス感染症対策分等）に対する利子補給は、

中小企業への対策であり、期間を融資年度以降

負担すべき額が終了する年度まで、限度額を貸

付け限度額１４億円に対する利子補給に設定し

ております。 

 以上が債務負担行為の説明でございますが、

歳入歳出はありませんので、これで説明を終わ

ります。御審議のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（橋本幸一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第４２号・令和元年度八代市一般会計補

正予算・第１２号については、原案のとおり決

するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（橋本幸一君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替えのため小会いたします。 

（午前１０時３４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時３６分 本会） 

◎議案第５号・令和２年度八代市一般会計予算

（関係分） 

○委員長（橋本幸一君） 本会に戻します。 

 次に、議案第５号・令和２年度八代市一般会

計予算中、当委員会関係分を議題とし、説明を

求めます。 

 それでは、まず、歳入等について、財務部か

ら説明願います。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） それでは、引き

続き着座にて説明させていただきます。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） それでは、別冊

となっております議案第５号・令和２年度八代

市一般会計予算をお願いします。 

 総務委員会付託分のうち、まず、歳入などを

御説明します。 

 一般会計予算書の３ページをお願いいたしま

す。 

 まず、第１条、歳入歳出予算でございます

が、予算総額を歳入歳出それぞれ６０１億９９

１０万円と定めております。 

 第２条は債務負担行為、第３条は地方債でご

ざいますが、内容につきましては、後ほど９ペ

ージから１１ページの表で説明します。 

 次に、第４条、一時借入金でございますが、

本市の歳計現金に不足が生じた場合に、その支

払いの資金を補うために、一時的に金融機関か

ら借入れを行いますが、その借入れの最高額を

８５億円と定めております。 
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 第５条、歳出予算の流用でございますが、各

項の経費の金額を流用することができる場合を

定めております。 

 続きまして、９ページをお願いします。 

 第２表、債務負担行為でございます。まず、

市県民税から固定資産税までの３つの納税通知

書作成等業務委託では、期間を令和２年度から

３年度まで、限度額をそれぞれ５９９万円、３

３４万４０００円、６８３万４０００円に設定

しております。これらは、令和３年度の納付書

作成等に要する経費でございますが、令和２年

度に契約を行う必要がありますことから、設定

するものでございます。 

 次に、基幹業務システム使用料（令和２年度

システム追加分）では、期間を令和３年度から

７年度まで、限度額を７３６万６０００円に設

定しております。これは令和元年度にシステム

を更新しましたが、令和２年度に資産税課の登

記済み通知書入力支援システムなどの機能を追

加することによる令和７年度までのシステム使

用料に係るものでございます。 

 次に、生活困窮者自立相談支援委託では、期

間を令和２年度から５年度まで、限度額を５５

０１万４０００円に設定しております。これ

は、自立相談支援の窓口業務を委託しておりま

すが、令和２年度に契約更新することによる３

年間の委託料に係るものでございます。 

 次に、被保護者及び生活困窮者就労準備支援

業務委託で、期間を令和２年度から３年度ま

で、限度額を７６０万１０００円に設定してお

りますが、令和３年４月から業務を行う必要が

ありますので、令和２年度に契約を行うための

設定でございます。 

 次の、環境センター運営委託（マテリアルリ

サイクル推進施設）で、期間を令和３年度ま

で、限度額を４９０９万８０００円に設定して

おります。これは、令和２年７月から令和３年

６月までの１年間の運営委託を行うものでござ

います。 

 次に、令和２年度土地改良融資事業に対する

元利補給金で、期間を令和３年度から１７年度

まで、限度額を９８８９万７０００円に設定し

ております。これは、土地改良融資事業におい

て、融資を受けた償還金に対する助成金でござ

います。 

 次に、地籍調査システム経費（令和２年度ク

ライアント追加分）では、期間を令和３年度か

ら７年度まで、限度額を１４９万３０００円に

設定しております。これは、令和元年度にシス

テムを更新しましたが、令和２年度にシステム

を使用できるライセンスを２台分追加すること

による令和７年度までのシステム使用料に係る

ものでございます。 

 次に、企業振興促進条例補助金（令和２年

度）で、期間を令和３年度から６年度まで、限

度額を１億８６１２万４０００円に設定してお

ります。これは、企業振興条例に基づく工場等

建設補助金、及び用地取得等の補助金に係るも

のでございます。 

 １０ページをお願いします。 

 第３表、地方債でございます。それぞれ起債

の目的、限度額、起債の方法などを定めている

ものでございます。詳細は、５３ページから５

５ページの歳入、款２１・市債のところで説明

いたします。 

 続きまして、１７ページをお願いします。 

 歳入でございます。歳入につきましては、相

当なページ数となりますので、国・県の支出金

など、事業に伴う特定財源については、主なも

のを説明いたします。 

 款１の市税から款１１・交通安全対策特別交

付金までは、これまでの決算状況や令和元年度

の決算見込み額に加え、国の地方財政計画など

を参考に見込みを立てたものでございます。 

 それでは、款１・市税でございます。まず、

項１・市民税、目１・個人で４８億７５００万
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円を計上しております。前年度と比較します

と、１３００万円の減でございますが、主な要

因は、所得割分の減少を見込んでおります。 

 次に、目２・法人で１０億８６００万円を計

上しております。前年度より１億４８９０万円

の減でございますが、令和元年１０月からの税

率改正により減少を見込んでおります。 

 続きまして、項２、目１・固定資産税では、

土地、家屋、償却資産に係るもので８３億８０

８０万４０００円を計上しております。前年度

と比較しますと、４億７８４７万円の増でござ

いますが、土地、家屋、償却資産、いずれも増

加を見込んでおります。 

 次に、目２・国有資産等所在市交付金は４３

１２万５０００円を計上しております。これ

は、国・県の施設が所在する市町村に交付され

るものでございます。 

 続きまして、１８ページをお願いします。 

 項３、目１・軽自動車税は、前年度より１０

万円減の４億３６００万円を計上しておりま

す。 

 次に、目２・環境性能割では７００万円を計

上しております。これは、消費税率引上げに伴

い、令和元年１０月からの自動車取得税の廃止

と併せて、自動車取得税のグリーン化機能を維

持・強化することを目的に創設されたもので、

軽自動車に係るものです。前年度と比較します

と、１０００万円の減でございますが、令和元

年度の決算見込みを参考に計上しております。 

 続きまして、項４、目１・市たばこ税は、前

年度の決算見込みなどから、前年度より６５０

０万円減の８億１８００万円を計上しておりま

す。 

 また、項５、目１・入湯税では、前年度の決

算見込みから、前年度より１２０万円減の１３

００万円を計上しております。 

 続きまして、１９ページをお願いします。 

 款２・地方譲与税でございます。項１、目

１・地方揮発油譲与税でございますが、国の見

込みを参考に、前年度より１８００万円減の１

億２７００万円を計上しております。 

 続きまして、項２、目１の自動車重量譲与税

は、国の見込みを参考にして、前年度より４８

００万円増の３億９０００万円を計上しており

ます。 

 続きまして、項３、目１の森林環境譲与税で

は、譲与額を前倒しで増額することにより、森

林整備を一層促進するために、前年度より４４

００万円増の８２００万円を計上しておりま

す。これは、温室効果ガス排出削減目標の達成

や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な

地方財源を安定的に確保するため、令和元年度

に創設されたものでございます。 

 ２０ページをお願いします。 

 項４、目１・特別とん譲与税でございます

が、前年度より４９０万円減の２２１０万円を

計上しております。 

 続きまして、款３・利子割交付金では８００

万円を計上しております。令和元年度の決算見

込みや国の地方財政計画などを参考に、前年度

より２８５０万円減を見込んでおります。 

 続きまして、款４・配当割交付金で、前年度

より１６００万円減の３２００万円を計上して

おります。 

 ２１ページをお願いします。 

 款５・株式等譲渡所得割交付金では、令和元

年度決算見込みや国の見込みなどを参考に、前

年度より３８００万円減の３０００万円を計上

しております。 

 続きまして、款６・地方消費税交付金で、令

和元年１０月からの消費税率及び地方消費税率

の引上げに伴い、前年度より３億２９００万円

増の２９億５０００万円を計上しております。 

 続きまして、款７・ゴルフ場利用税交付金

で、前年度より１００万円増の７００万円を計

上しております。 



 

－13－

 ２２ページをお願いします。 

 款８・環境性能割交付金では、令和元年度決

算見込みから前年度より１４００万円減の２１

００万円を計上しております。これは、令和元

年１０月の消費税率引上げに伴い、自動車取得

税の廃止とあわせて、自動車取得税のグリーン

化機能を維持・強化することを目的に創設され

たもので、軽自動車以外の登録自動車に賦課徴

収され、その１００分の４７が市町村に交付さ

れるものでございます。 

 続きまして、款９、項１・地方特例交付金、

目１・減収補てん特例交付金で、国の地方財政

計画を参考に、前年度より１６００万円増の８

８００万円を計上しております。これは、個人

住民税における住宅ローン控除による減収分に

加えて、令和元年１０月の消費税率引上げに伴

い、令和２年９月までの自家用自動車環境性能

割の税率を１％分軽減することとなったため、

その減収分を補塡するもので、国から交付され

るものでございます。 

 ２３ページをお願いします。 

 款１０・地方交付税では、前年度の決算見込

みや国の見込みに基づき１４７億３８００万円

を計上しております。これは、国から交付され

るもので、基準財政需要額と基準財政収入額の

差額に対し交付される普通交付税、及び特別な

財政需要を考慮して交付される特別交付税でご

ざいます。前年度と比較しますと４８００万円

の増でございますが、合併算定替えによる特例

分が、平成２８年度から令和２年度までの５年

間にわたり段階的に削減され、一本算定へと移

行することに伴う減少や、地方法人課税の偏在

是正措置により地方財政計画において、対前年

度比２.５％増になる見込みなどを参考に算出

したことによるものでございます。 

 続きまして、款１１・交通安全対策特別交付

金では、前年同額の１９００万円を計上してお

ります。 

 続きまして、款１２・分担金及び負担金でご

ざいます。まず、項１・分担金、目１・農林水

産業費分担金、節１・農業費分担金で６０００

万円を計上しております。これは、非補助の排

水路等改修工事の事業分担金でございます。次

の節２・水産業費分担金の１５０万円は、県営

覆砂事業に伴う漁協の負担分でございます。 

 ２４ページをお願いします。 

 項２・負担金、目１・総務費負担金１１６０

万２０００円は、八代地域イントラネット運用

に係る氷川町負担金９７９万８０００円が主な

ものでございます。 

 次の目２・民生費負担金で、前年度より１億

９３２６万４０００円減の３億１１８万３００

０円を計上しております。この主な理由は、令

和元年１０月から実施されている幼児教育の無

償化に伴う保育料の減によるものです。まず、

節１・社会福祉費負担金の３４６０万９０００

円は、主に、老人福祉施設入所者負担金でござ

います。次の節２・児童福祉費負担金の２億６

６５７万４０００円の主なものは、中段の施設

型給付公立保育所保育料と、次の施設型給付私

立保育所保育料でございます。 

 ２５ページをお願いします。 

 下の表の款１３・使用料及び手数料でござい

ます。項１・使用料、目１の総務使用料で２７

６４万円を計上しております。主なものは、新

八代駅東口駐車場使用料とコミュニティセンタ

ー使用料でございます。 

 ２６ページをお願いします。 

 目３・衛生使用料の２９７４万１０００円

は、主に斎場使用料、及び千丁健康温泉センタ

ーの温泉入館料でございます。 

 次に、２７ページに移りまして、目６・土木

使用料で２億５０７３万５０００円を計上して

おります。節１・道路橋梁使用料の４２５０万

２０００円は、電柱などの道路占用料が主なも

のでございます。節４・住宅使用料２億４３１
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万３０００円は、市営住宅２９団地分の公営住

宅使用料などでございます。 

 ２８ページをお願いします。 

 目８・教育使用料で、前年度より４３５万７

０００円減の３４１４万３０００円を計上して

おります。これは、先ほど分担金及び負担金で

も説明しましたが、令和元年１０月から実施さ

れております幼児教育の無償化に伴う幼稚園保

育料の皆減によるものでございます。主なもの

としまして、節３・社会教育施設使用料１７８

８万５０００円は、公民館や文化センター、博

物館などの使用料、２９ページに移りまして、

節４・社会体育施設使用料の１０７９万２００

０円は、一番下の夜間照明使用料などでござい

ます。 

 続きまして、３０ページをお願いします。 

 項２・手数料、目１・総務手数料で６６７５

万５０００円を計上しておりますが、主なもの

は、住民票や印鑑証明などの発行に係る、節３

の戸籍住民基本台帳手数料５４８０万４０００

円でございます。 

 次に、目２・衛生手数料３億５７２３万２０

００円でございます。主なものは、節２・生活

環境手数料の環境センターへの搬入ごみ処理手

数料や、ごみの有料指定袋処理手数料でござい

ます。 

 次に、３１ページをお願いします。 

 下の表の款１４・国庫支出金でございます。

項１・国庫負担金、目１・民生費国庫負担金は

８３億２９７５万８０００円で、前年度より６

億３４１９万３０００円の増となっております

が、その要因は、３２ページになりますが、一

番上から、低所得者保険料軽減負担金と、保育

所運営費負担金の増が主なものでございます。 

 ３１ページに戻っていただきまして、まず、

節１の社会福祉費負担金２１億１４５２万３０

００円で、主なものは、説明欄２つ目の障害者

の介護給付等に係る障害者自立支援給付費負担

金と、４つ下の障がい児通所支援事業負担金で

ございます。 

 ３２ページをお願いします。 

 節２・児童福祉費負担金３９億８１５１万円

でございますが、私立保育所や認定こども園な

どの運営に対する保育所運営費負担金、中学生

まで支給される児童手当交付金、ひとり親家庭

等に児童を養育する手当を支給する児童扶養手

当負担金が主なものでございます。 

 続きまして、項２・国庫補助金、目１・総務

費国庫補助金は１億４５１２万４０００円を計

上しております。主なものは、通知カード・個

人番号カード関連事務補助金の７６５４万円

や、新規に体験型健康プログラムの開発などを

行うヘルスツーリズム事業などに補助される地

方創生推進交付金５４４５万９０００円でござ

います。 

 ３３ページをお願いします。 

 目２・民生費国庫補助金では２億４２９８万

１０００円を計上しております。節１・社会福

祉費補助金で６２６５万７０００円の主なもの

は、地域生活支援事業補助金で、これは障害者

や障害児が自立した日常生活、社会生活を営む

ために行われる地域活動支援センター事業や日

常生活用具給付事業などに対して補助されるも

のでございます。次に、節２・児童福祉費補助

金１億７３５１万円の主なものは、子ども・子

育て支援交付金で、放課後児童健全育成事業や

地域子育て支援拠点事業などに対する補助でご

ざいます。 

 次に、目４・土木費国庫補助金３億２５４５

万６０００円でございます。前年度と比べ１億

２５４３万６０００円の増は、主に、東西アク

セス線改良事業、及び永碇町高島町線改良事業

などの道路橋梁費補助金でございます。まず、

節１・道路橋梁費補助金２億３６５万８０００

円の主なものは、説明欄上から３番目の道路ス

トック点検・修繕事業、東西アクセス線改良事
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業、永碇町高島町線改良事業、及び橋梁長寿命

化修繕事業でございます。 

 ３４ページをお願いします。 

 節２・都市計画費補助金６３００万円は、西

片西宮線道路整備事業、公園施設長寿命化対策

支援事業、及び新規の都市公園安全・安心対策

緊急支援事業でございます。 

 続きまして、３５ページをお願いします。 

 項３・委託金でございます。目２・民生費委

託金で２７７８万６０００円は、節１・社会福

祉費委託金の基礎年金等事務費交付金が主なも

のでございます。 

 ３６ページをお願いします。 

 款１５・県支出金でございます。項１・県負

担金、目１・民生費県負担金で３２億８７９３

万３０００円を計上しております。まず、節

１・社会福祉費負担金１９億２７１７万円でご

ざいますが、これは、説明欄一番上の国民健康

保険基盤安定保険税軽減分負担金、一つ飛ん

で、後期高齢者医療保険基盤安定負担金、この

２つは、いずれも保険料軽減分に係るものでご

ざいます。また、このほか障害者の介護給付等

に係る障害者自立支援給付費負担金などが主な

ものでございます。次に、節２・児童福祉費負

担金１３億５２３６万３０００円でございます

が、これは、先ほど国庫負担金のところでも説

明いたしましたが、私立保育所や認定こども園

などの運営に係る保育所運営費負担金、児童手

当交付金が主なものでございます。 

 ３７ページをお願いします。 

 項２・県補助金、目１・総務費県補助金６１

５７万円は、平成２９年度から取り組んでおり

ます県の熊本地震復興基金交付金を活用して、

被災者の支援等を行っているもので、説明欄に

あります被災宅地復旧支援事業のほか４事業に

対するものと、その事務費分が主なものでござ

います。 

 次に、目２・民生費県補助金では４億１７７

５万８０００円を計上しております。節１・社

会福祉費補助金の主なものは、説明欄上から３

番目の重度心身障がい者医療費助成事業費補助

金ございます。 

 ３８ページをお願いします。 

 節２・児童福祉費補助金の主なものは、放課

後児童クラブの運営に対する放課後児童健全育

成事業等補助金や、下から２つ目の保育士の離

職防止を図るために保育補助者の雇い上げに対

する保育対策総合支援事業補助金でございま

す。 

 目３・衛生費県補助金では７４２０万７００

０円を計上しております。主なものは、節１・

保健衛生費補助金の乳幼児医療費助成事業費補

助金でございます。 

 ３９ページをお願いします。 

 目４・農林水産業費県補助金では９億３２５

０万８０００円を計上しております。主には、

節１・農業費補助金の８億９４１０万円でござ

いまして、説明欄の下から６つ目の地籍調査事

業補助金、４０ページに移りまして、上から３

つ目の多面的機能支払交付金事業補助金、３つ

下の農業次世代人材投資事業補助金と、さらに

４つ下の強い農業づくり交付金事業補助金が主

なものでございます。 

 続きまして、４１ページをお願いします。 

 下段の項３・委託金、目１・総務費委託金で

２億４１５０万２０００円を計上しておりま

す。前年度と比べ１億５０２９万円減の主なも

のは、節４・選挙費委託金で、令和元年度には

県議会議員選挙、参議院議員選挙及び県知事選

挙に係る委託金がございました。また、このほ

か、主なものとして、節２・徴税費委託金の県

民税徴収事務委託金、及び、４２ページになり

ますが、節５・統計調査費委託金の一番下の国

勢調査事業委託金などがございます。 

 次は、４３ページをお願いいたします。 

 款１６・財産収入でございます。まず、項
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１・財産運用収入、目１・財産貸付収入２１３

０万４０００円は、土地建物貸付収入や日奈久

埋立地メガソーラ貸付収入、自動販売機設置料

が主なものでございます。 

 次に、目２・利子及び配当金１３０６万２０

００円は、４４ページにかけて説明欄に記載し

ております各基金の利子が主なものでございま

す。 

 同じく４４ページの項２・財産売払収入、目

１・不動産売払収入の３４７６万円は、前年度

と比べ２１２４万１０００円減となっておりま

す。その要因は、八千把地区土地区画整理事業

保留地売払収入の減によるものでございます。 

 ４５ページをお願いします。 

 款１７、項１・寄附金でございます。目１・

総務費寄附金で３億２０９１万６０００円を計

上しておりますが、主なものは、ふるさと納税

によるふるさと元気づくり応援寄附金でござい

ます。 

 ４６ページをお願いします。 

 款１８・繰入金でございます。項１・基金繰

入金の主なものは、目６・ふるさと八代元気づ

くり応援基金繰入金として、八代産畳表認知向

上・需要拡大事業など３３事業に１億８１７２

万９０００円、４７ページに移りまして、目

８・まちづくり交流基金繰入金として、八代圏

域ツナガルインターンシップ推進事業など１９

事業に９８４６万円、目１０・市有施設整備基

金繰入金として、八代民俗伝統芸能伝承館（仮

称）整備事業など４事業に５５３４万９０００

円、目１１・平成２８年熊本地震復興基金繰入

金として、災害時用備蓄資材整備事業など５事

業に２３９１万７０００円、目１４・八代市庁

舎建設基金繰入金２９４８万４０００円は、新

庁舎建設事業における市債の借入れ予定の残額

に係るものでございます。 

 ４８ページをお願いします。 

 款１９・繰越金でございます。令和元年度か

らの繰越金を前年同額の１１億円計上しており

ます。 

 款２０・諸収入でございます。まず、項１・

延滞金加算金及び過料でございますが、目１・

延滞金で、前年度の決算見込みなどから１００

０万円を計上しております。 

 ４９ページをお願いします。 

 項３・貸付金元利収入の目１・総務費貸付金

元利収入で４１０１万４０００円を計上してお

ります。市が地域総合整備財団の支援を得て、

民間事業者に無利子の貸付けを行っているもの

に対しての元金返済分である地域総合整備資金

貸付金元金収入が主なものでございます。 

 目４・商工費貸付金元利収入で５億円を計上

しております。中小企業経営安定特別融資預託

金元金収入を初めとする各預託金の元金収入で

ございます。 

 続きまして、５０ページの項４・雑入でござ

います。目５・雑入では３億６９６０万円を計

上しております。主なものとしまして、まず、

節２・消防団員等公務災害補償等共済基金収入

で、消防団員退職報償金、次の節３・公営住宅

共益費などでございます。 

 引き続き５１ページに移りまして、節８・雑

入で２億７１５９万５０００円を計上しており

ますが、主なものは説明欄の上から順に、熊本

県企業局荒瀬ダム撤去対策事業負担金は、荒瀬

ダムボートハウス再編整備に対するもの、その

ほか、熊本県交流職員給与負担金、生活保護費

返還金、環境センターにおけるアルミニウム等

再資源化物販売代金納付金、熊本県市町村振興

協会市町村交付金、熊本県後期高齢者医療広域

連合派遣職員給与負担金がございます。 

 一つ飛びまして、公立保育所児童給食費は、

保育料と合わせて、款１２・分担金及び負担金

にて収納しておりましたが、令和元年１０月か

ら実施されている幼児教育の無償化の対象外と

なりましたことから、雑入にて収納することと
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なったものでございます。 

 そのほかに、指定管理者からの納付金としま

して、下から６番目に、広域交流地域振興施設

納付金と、下から２番目に、日奈久温泉施設納

付金がございます。 

 ５２ページに移りまして、１番目の八代市総

合体育館の施設命名権料、ネーミングライツで

ございます。 

 最後に、５３ページをお願いします。 

 款２１・市債でございます。まず、項１・市

債、目１・総務債は１７億８７００万円でござ

いまして、臨時財政対策債１３億１９９０万円

が主なもので、国の地方財政計画をもとに見込

んだものでございます。 

 次に、目３・衛生債で、主なものは、市立病

院等解体事業において、工事費の９０％の１億

７７１０万円でございます。 

 次に、目４・農林水産業債２億４０万円は、

前年度より４５４０万円の増となっております

が、主な要因は、節１・農業債によるものでご

ざいます。その農業債で、主なものは、上か

ら、昭和地区等の県営経営体育成基盤整備事業

負担金の９０％に当たります５５４０万円、３

つ飛びまして、金剛地区等の県営湛水防除事業

負担金の９０％の４３７０万円でございます。 

 ５４ページをお願いします。 

 目５・商工債は２億４７４０万円でございま

して、節１・観光債の主なものは、２番目のか

わまちづくり推進事業の遥拝堰下流左岸高水敷

整備工事に係る経費に対して９５％の３４５０

万円や、一番下の東陽交流センター管理運営事

業における、道の駅認定に要する施設整備工事

などの市債対象額１００％の過疎債９２４０万

円でございます。また、節２・商工債は、ハー

モニーホール施設整備事業として多目的ホール

や会議室の空調設備改修工事に係る経費に対し

て９５％の９０１０万円でございます。 

 次に、目６・土木債は１２億２０７０万円で

ございまして、節１・道路橋梁債は、市内一円

道路整備事業に係るもので、歩行空間バリアフ

リー化推進事業費、道路新設改良事業費、橋梁

改修事業費の９０％分、東西アクセス線整備事

業費等の９５％分、防災対策事業費の１００％

分、坂本、東陽、泉地域の道路新設改良事業費

の１００％分などで７億７７１０万円でござい

ます。節３・港湾債の主なものは、八代港の国

直轄事業及び重要港湾改修事業に係る県営事業

負担金の９０％の１億２３００万円でございま

す。節４・都市計画債２億３０００万円の主な

ものは、南部幹線道路整備事業で、９５％の６

３８０万円、市内一円都市下水路整備事業で、

９０％の４５２０万円、八千把地区土地区画整

理事業で、９０％の５４２０万円がございま

す。 

 ５５ページをお願いします。 

 目７・消防債は９億５０９０万円で、主なも

のは、防災行政無線整備事業の再整備を行う経

費に対して、１００％の９億円でございます。 

 次に、目８・教育債は６億８６７０万円でご

ざいます。前年度と比べ４億６３９０万円増の

主なものは、節４・社会教育債で、民俗伝統芸

能伝承館（仮称）整備事業によるものでござい

ます。節１・小学校債の４８２０万円は、小学

校施設整備事業の麦島小学校普通・特別教室棟

屋上防水改修工事などに対する９５％の１７１

０万円や、小学校復旧・復興関係事業の代陽小

学校などのバリアフリー化改良工事、植柳小学

校などの体育館網戸設置工事や太田郷小学校の

グラウンド等屋外照明設置工事に対して１０

０％の１８８０万円が主なものでございます。

節２・中学校債３７９０万円は、中学校施設整

備事業の第六中学校の特別教室棟屋上防水改修

工事などに対して９５％の１４６０万円や、中

学校復旧・復興関係事業の第三中学校体育館ト

イレ整備工事、鏡中学校の体育館及び武道場網

戸設置工事や第五中学校のグラウンド等屋外照
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明設置工事に対して１００％の１７９０万円が

主なものでございます。節４・社会教育債５億

９２２０万円は、民俗伝統芸能伝承館（仮称）

整備事業の新築工事などに対する９５％の５億

７１８０万円が主なものでございます。 

 次の目９・災害復旧債２４億５３９０万円

は、前年度より２３億４８２０万円増加してお

りますが、新庁舎建設工事によるものでござい

ます。新庁舎建設工事以外は、前年度同様、市

庁舎施設災害復旧事業の仮設庁舎プレハブリー

ス料などに対する１００％の１億５７０万円で

ございます。 

 ５６ページの自動車取得税交付金でございま

すが、消費税率引上げに伴い、令和元年１０月

から廃止となりましたので、廃款しておりま

す。 

 以上、令和２年度八代市一般会計予算に係る

歳入の説明といたします。御審議のほど、よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（橋本幸一君） それでは、以上の部

分について質疑を行いますが、なお、お願いで

ございますが、歳入で国・県支出金などの特定

財源に係る事業内容についての質疑は、歳出に

おける質疑と重複することが考えられますが、

事業内容に関する事項については、所管の各常

任委員会で審査をされますので、御配慮をいた

だきたいと思います。御協力をよろしくお願い

いたします。 

 それでは、質疑に入ります。質疑ありません

か。 

○委員（堀 徹男君） ４３ページの財産貸付

収入の８６３万９０００円というのがありまし

たけど、金額的に多いとも、少ないとも、何か

言い難いような感じであっとですけど、主な物

件で、大体どれぐらいの貸付料ぐらい上がって

いるのかなというのを教えていただければ。 

○財政課長（田中智樹君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

田中でございます。よろしくお願いします。 

 ８６３万９０００円の主な内訳ですけれど

も、まず、資産経過でございますけれども、公

有財産の各種土地とか、雇用住宅の駐車場、電

柱等の占用料で７３４万９０００円というのが

ほとんどでございます。 

 そのほかとしましては、情報推進課、また各

支所で所管しております駐車場等、また敷地等

の貸付料とかでございます。 

○委員長（橋本幸一君） よろしいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。 

○委員（堀 徹男君） 利子割交付金とかです

ね、配当割交付金とか、株式譲渡所得割交付金

というのが、軒並み昨対で、大きな減になって

いるというふうに感じたんですけど、御説明の

ときには、決算見込みで立てましたというふう

にお伺いしたと思います。昨年の予算を立てら

れるときも、恐らく同じような決算見込みで予

算を立てられたと思うんですけど、大きく今回

差を開いた要因というのは、どこら辺にあった

というふうに思われますか。 

○財務部長（佐藤圭太君） 先ほどの決算見込

みの説明というのがありましたけども、決算見

込み以外で、国が立てるですね、地方財政計画

というのがありまして、ここで歳入歳出の見積

りを出すんですけども、決算見込みと、国が示

します地方財政計画によって、今回見込んだと

いうところでございます。 

○委員（堀 徹男君） 比較すると、昨年度の

当初予算の立て方とすれば、同じような考え方

されたんですかね、昨年は。それに対しても、

今回も同じような予算の立て方の見込みをされ

たと。しかしながら、その差額というのが相当

あるじゃないですか、今回。その差は、どこか

ら生まれてきたのか。例えば、景気後退の分

で、利子の利子割交付金が下がっているとか、

配当割も下がっているとかというような、そう
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いった見込みがあっての減になっているのかな

ということです。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） すみません、た

だいまの質問なんですけど、国のほうがです

ね、地方財政計画を立てるときもですね、要

は、株とか、そういうのが高値で取引する場合

と、今ちょっと乱高下してますけども、そうい

ったのをですね、今回のコロナとかは想定でき

ないと思いますけど、通常、国のほうがその辺

の推移をですね、想定したところで、地方財政

計画を出されますので、それに沿って、市のほ

うも歳入の見込みを出すということで、はっき

り申しまして、経済の動きなもんですから、ど

のように見込みを立てるかというのは、非常に

難しくて、市としましては、国が出す地方財政

計画に基づいて見込みを立てているところでご

ざいます。 

○委員長（橋本幸一君） よろしいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。 

○委員（中村和美君） これは総務か、ほかの

委員会かもしれませんけど、２０ページの特別

とん譲与税、これがですね、マイナスの５００

万、減っているわけですけど、新聞なんかに

は、コンテナ相当、今、毎年増えているという

ようなことからすると、この要因というのは何

があるんでしょうか。 

○財政課長（田中智樹君） 御案内のように、

貿易の関係での量でいくんですけども、財政課

で見込みましたところでは、２７年度の決算状

況を見まして、その決算で、今回組んでいるよ

うな状況でございます。 

 決算額で申し上げますと、２７年度が約２３

００万、２８年度が２５００万、２９年度も２

５００万、３０年度が２３００万となりまし

て、令和元年度で約２２００万ほどを予定して

おりますので、２年度についても、今回２２０

０万と計上したところでございます。 

○委員（中村和美君） コンテナ、要するにと

ん譲与税ですから、１トン、多分２０円か３０

円だったと思いますけど、これがこれだけ少な

くなるちゅうことは、じゃあ、コンテナは増え

ているのにということは、大型船が増えたから

ということかなというふうに思うんですけど。 

 それと、あといっちょ、ああ、それから、じ

ゃあ。 

○財務部長（佐藤圭太君） とん譲与税につき

ましては、入港ごとに、純トン数ごとに２０円

支払う場合と、１年分をですね、まとめて払う

仕組みがありまして、その場合、１トンごとに

６０円ということで、恐らく貿易は増えている

んですけども、逆に、１トンごとまとめて払わ

れる方が多くなっているために、とん譲与税が

少なくなっているということでございます。 

○委員（中村和美君） はい、わかりました。 

 一つ、私が心配したとすると、クルーズ船が

入れば、制限されて、貨物船が入らんとだろう

かなというのも一つ心配があったもんだけんで

すね。わかりました。 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。 

○委員（堀 徹男君） 歳入の法人の市税の分

で、１２月の所管事務調査の中で、１０月の税

率改定分の減額の見込みを２億ちょっとぐらい

というような数字を聞いていたような覚えがあ

るんですけど、今回の予算の中では、単純に増

減がほかにもあるんだろうとは思いますけど、

その数字のほうを、もう一回確認をさせていた

だいていいですか。 

○市民税課長（中田利一郎君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）中田です。 

 法人市民税につきましては、先ほどの説明の

中でも、令和元年２月１日から事業年度とする

法人に対して法人税割の税率が１２.１％から

８.４％に引下げられましたことによる減収と

いうふうに見込んでおります。 
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 今お尋ねの法人税の見込みにつきましてです

けれど、法人税につきましては、平成３０年度

まで、平成２７年度から平成３０年度までは、

熊本地震の災害等々もございまして、そういう

影響もありまして、法人税はずっと、ある程度

増加の傾向でございましたが、今年度、昨年度

と比較しまして、今のところ調定額として減少

というのが見込まれておりまして、先ほどの１

億でしたかね、所管事務調査ということで…

…。所管事務調査は、（｢財政計画の中で」と

呼ぶ者あり）財政計画……。 

○委員長（橋本幸一君） 今、財政計画の中で

の……。ありましたか。 

○財政課長（田中智樹君） 委員お尋ねの部分

は、昨年１２月にこちらから提示しました、中

期の財政計画の中の数字だと思います。その中

で見込んでおりますのは、令和元年から令和３

年の比較で約２億円、２.２億円ということ

で、たしか御説明いたしたと思います。 

○委員長（橋本幸一君） よろしいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員（成松由紀夫君） １８ページの市たば

こ税８億１８００万円、一時は９億から１０億

というふうな話で、去年単年度だけで６５００

万円減っとるわけですけども、よければ、ここ

５年間ぐらいの推移が、もしわかれば、ちょっ

とお知らせいただければと思います。 

○市民税課長（中田利一郎君） たばこ税につ

きましてはですね、平成２７年度が１億７３０

０本ほどの申告本数があっております。２８年

度。（委員成松由紀夫君「いや、金額ですよ」

と呼ぶ）ああ、金額、はい。 

○委員長（橋本幸一君） 税収の推移というこ

とでよかですね。 

○委員（成松由紀夫君） 推移というか、３年

から５年でもよかですけど、６５００万て単年

度で出とるけん、金額だけをぽっぽっぽっぽっ

と言ってもらえば、それでよかです。余り難し

かことは聞きよらんとです。 

○市民税課長（中田利一郎君） 金額につきま

して、平成２７年度１億７３００万。（委員成

松由紀夫君「１億、１０億じゃなくて」と呼

ぶ）すみません、１７億３２００、あっ、すみ

ません、８７億。（｢うん」｢大丈夫か」｢違う

ね」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） ちょっと小会しま

す。 

（午前１１時２３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時２３分 本会） 

○委員長（橋本幸一君） 本会に戻します。 

○市民税課長（中田利一郎君） ２７年度８億

７７００万、２８年度８億８５００万、２９年

度が８億５１００万、それから、３０年度が８

億４４００万でございまして、令和元年度８億

４２００万を見込んでおります。 

○委員（成松由紀夫君） 数字的にはあれなん

ですけど、６５００万、そうですね、わかりま

した。 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見があったら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 以上で、歳入等につ

いて終了いたします。 

 執行部入れ替えのため小会いたします。 

（午前１１時２５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時２６分 本会） 

○委員長（橋本幸一君） 本会に戻します。 

 次に、歳出について説明を求めます。 

 まず、第１款・議会費について、議会事務局

から説明願います。 

○議会事務局長（宮田 径君） おはようござ



 

－21－

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）議会事務局の宮田です。よろしくお願いい

たします。 

 それでは、議案第５号・令和２年度八代市一

般会計予算中、議会費の審議をお願いするに当

たりまして、概要及びその所見について御説明

をさせていただきたいと思います。恐れ入りま

すが、座って説明をさせていただきます。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

○議会事務局長（宮田 径君） それでは、予

算書の５７ページを御覧いただきたいと思いま

す。 

 令和２年度予算の議会費総額は３億７４１６

万５０００円で、前年度と比べまして５８６万

円増の歳出予算となっております。 

 議会費につきましては、義務的経費の占める

割合が大きく、節区分１・報酬から節区分４・

共済費までの経費を合計いたしますと、議会費

全体の８９.３％、約９割を占めているところ

でございます。 

 令和２年度の予算編成の考え方といたしまし

ては、需用費、委託料等の経常的経費につきま

しては、前年度の実績を踏まえながら、可能な

限り節減、抑制をいたしまして、予算計上をい

たしたところでございます。 

 なお、５８６万円増となっておりますのは、

人事異動に伴う職員給与経費の増、及び会計年

度任用職員への移行による人件費の増などによ

るものでございます。 

 本当初予算におきましても、引き続き効率的

かつ効果的な事務事業の推進と予算執行が行わ

れるよう取り組んでまいります。 

 議会運営事業及び政務活動費交付事業、これ

らの事務執行に当たっては、２８名の議員各位

の職務を補助する組織として、私ども事務局職

員は、各種の情報収集や効果的な行政視察の手

配など、議員各位がスムーズに仕事に取り組ま

れることができるよう、質の高い職務環境の提

供に、さらに努めてまいります。 

 また、市民に対しましては、議会日程や審議

内容を初め、議長交際費や行政視察、政務活動

費などの公開に、引き続き取組まして、透明性

の高い議会運営を継続してまいります。 

 以上、令和２年度八代市一般会計予算中、議

会費を御審議いただくに当たっての概要説明及

びその所見とさせていただきます。 

 この後、予算の詳細につきましては、増田次

長より御説明申し上げますので、よろしくお願

いいたします。 

 以上でございます。 

○議会事務局次長（増田智郁君） おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）議会事務局、増田でございます。本日は

よろしくお願いいたします。 

 それでは、私のほうから、歳出の議会費につ

きまして御説明させていただきたいと思いま

す。恐れ入りますが、説明につきましては、座

りまして、御説明させていただきたいと思いま

す。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

○議会事務局次長（増田智郁君） それでは、

先ほど局長からもございました、別冊となって

おります令和２年度八代市一般会計予算の５７

ページをお開きください。 

 款１・議会費、項１・議会費、目１・議会費

におきまして、令和２年度予算といたしまして

３億７４１６万５０００円を計上いたしており

ます。今年度に比べまして、全体で５８６万円

の増、率にいたしまして約１.６％の増となっ

ておりますが、その主な要因は、先ほど局長か

ら御説明いたしましたとおり、人事異動に伴う

職員給与経費の増、及び会計年度任用職員への

移行などに伴うものでございます。 

 それでは、説明欄に基づき、節区分と合わせ

ながら説明をさせていただきます。 

 まず、節１・報酬から節４・共済費までは、
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議員２８人分、一般職１０人及び会計年度職員

２名に係る報酬、給料等といたしまして３億３

４１５万６０００円を計上いたしております。 

 続きまして、議会運営事務事業につきまして

御説明申し上げます。なお、本事業は、議会運

営の円滑な遂行を図ることを目的といたしてお

ります。 

 それでは、議会運営事務事業における主なも

のを申し上げます。節８・旅費１４７６万円

は、常任委員会及び議会運営委員会の行政視察

旅費５３０万円のほか、この節の中には会議出

席費用弁償４９８万２０００円、海外行政視察

７名分の１４０万円などが含まれております。

続きまして、節９・交際費の３０万６０００円

は、各種総会の会費などに支出するものでござ

います。次に、節１０・需用費の６３６万７０

００円は、主に、やつしろ市議会だより約４万

９０００部の年４回分の印刷経費約４３０万

円、八代市政の概要１００冊の印刷経費約１２

０万円のほか、消耗品費約５８万円などでござ

います。続きまして、節１１・役務費の９万円

は、議会で使用する会議室内の椅子カバーのク

リーニング代、公用車の点検代等でございま

す。次に、節１２・委託料の６２１万５０００

円は、常任委員会や議会運営委員会などの各委

員会記録等作成業務委託に要します経費約２０

２万円、本会議録作成の業務委託に要します経

費約２７３万円のほか、会議録検索システムの

保守点検委託料約４８万円、さらには議会中継

システム機器の保守点検委託料約４８万５００

０円などでございます。次に、節１３・使用料

及び賃借料の７９万１０００円は、会議録検索

システムリース料といたしまして、ソフトウエ

アリース料３７万円のほか、議長等公務出張等

に伴います高速道路使用料などが主なものでご

ざいます。 

 以上が、議会運営事務事業に伴う予算でござ

います。 

 続きまして、政務活動費交付事業についてで

ございますが、節１８・負担金補助及び交付金

１１４８万円につきましては、各会派に交付い

たします政務活動費といたしまして１００８万

円のほか、全国市議会議長会や熊本県議長会及

び各種協議会等に係ります負担金約１４０万円

を含みました内容となっております。 

 以上が、令和２年度の議会費の予算概要でご

ざいます。御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（橋本幸一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 以上で、第１款・議

会費についてを終了いたします。 

 執行部入れ替えのため小会いたします。

（｢ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

（午前１１時３４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時３５分 本会） 

○委員長（橋本幸一君） 本会に戻します。 

 次に、第２款・総務費、第１１款・公債費、

第１２款・諸支出金、及び第１３款・予備費に

ついて説明願います。 

○市長公室長（松本浩二君） 皆さん、おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）令和２年度の当初予算案に係る総務

費の歳出予算を御審議いただくに当たり、関係

します各部長から、予算案に対する考え方、総

括等を順に述べさせていただきます。それで

は、着座にて説明させていただきます。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

○市長公室長（松本浩二君） 市長公室では、
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第２次八代市総合計画で掲げる将来像の実現に

向けて、特に重点的に取り組む６つの戦略に沿

って、誇るべきふるさとを未来につなぐための

施策を、所属課の各種事業を通じて展開してま

いります。 

 まず、秘書広報課では、市政の見える化の推

進に向けて、令和２年度も引き続き取り組んで

まいります。 

 市の取組を幅広く市民にお知らせし、広聴す

る機会の多様化に対応するために、広報やつし

ろの発行による情報発信のほか、エフエムやつ

しろやホームページ、ツイッター、フェイスブ

ックなどのさまざまなメディアを活用し、必要

な情報のタイムリーな提供に努めてまいりま

す。 

 また、隔年開催としております、市長及び執

行部が直接市民と意見交換を行う市政懇談会

も、令和２年度に開催する計画です。 

 次に、人事課では、職員の福利厚生と併せ

て、多様化する行政需要に対応するための市職

員の意識改革と能力開発が不可欠と考え、職員

自身のスキルアップとモチベーション向上を促

し、行政機能をフルに発揮することができる人

材育成に取り組んでまいります。 

 特に研修関係では、各種研修センター、自治

大学校などへの派遣や、人事評価研修などの特

別研修のほかに、通信教育や資格取得等に対す

る助成制度に力を入れることで、職員が自己啓

発に取組やすい環境を整えていきます。 

 一方、職員の心身両面にわたる健康管理は最

も重要と考えておりまして、ストレスチェック

制度の有効活用など、職員の勤務環境の改善に

も力を入れてまいります。 

 また、令和２年度からは、会計年度任用職員

制度がスタートすることになります。当該職員

の処遇も改善され、１年を通して任用が可能と

なることから、これまで以上に効率的な行政運

営につながるものと考えております。 

 このように、職員一人一人の能力開発と多様

な職員採用による人材確保により、公務の能率

的かつ適正な運営を推進してまいります。 

 最後に、設置から３年目を迎える国際課で

は、やつしろ国際化推進ビジョンに基づき、友

好都市との交流促進を進めながら、急増する外

国人市民との共生に向けた取組や、その推進母

体となる仮称八代市国際交流協会の設立などを

目指してまいります。 

 友好都市との交流事業は、北海市との次世代

を担う青少年交流の中で、双方の家庭でのホー

ムステイや教育文化施設見学を、台湾基隆市と

は、主に人的交流を継続して実施してまいりま

す。 

 このように、秘書広報課の市政の見える化の

推進、人事課の市職員の意識改革と能力開発、

国際課の国際化推進ビジョンの推進と、一朝一

夕に実現できるものではありませんが、誇るべ

きふるさとを未来につなぐために、一つ一つの

事業が将来の八代市を築く礎となるよう丁寧に

進めてまいりたいと考えております。 

 以上、総務費における市長公室の総括とさせ

ていただきます。 

○総務企画部長（松村 浩君） 皆さん、こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）総務

企画部、松村でございます。 

 引き続き新規事業を中心に、総務企画部の総

括を申し上げます。それでは、着座にて説明さ

せていただきます。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

○総務企画部長（松村 浩君） まず、定住促

進対策事業では、坂本地域におきまして、荒瀬

ダム撤去後の地域振興の一環として、地域おこ

し協力隊１名の配置を予定いたしております。 

 また、八代市、氷川町、芦北町で構成してい

る定住自立圏構想の共生ビジョンの計画期間が

令和２年度までとなっており、今後も１市２町

が互いの地域特性を生かし、役割分担を図りな
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がら圏域全体の活性化を目指すために、令和３

年度から令和７年度までの５年間を計画期間と

する第２次共生ビジョンを策定いたします。 

 次に、八代・天草シーライン建設促進事業で

は、民間期成会で取り組んでおられるシーライ

ン実現のための署名活動や、昨年８月に開催し

ました総決起大会により、これまでにない機運

の高まりとなったことから、機運をさらに醸成

させ、事業が進展するよう継続してシンポジウ

ム等を開催してまいります。 

 次に、生活交通確保維持事業では、八代市地

域公共交通網形成計画の計画期間が令和２年９

月末で終了しますので、次期地域公共交通網形

成計画を策定します。策定に当たっては、現在

の利用状況はもとより、交通空白地域の要望、

市民の皆様の御意見等も十分考慮しまして、利

用しやすく、便利な路線の再編に努めてまいり

ます。 

 次に、行財政改革推進事業としまして、業務

の自動化を進めるため、ＲＰＡと呼ばれるパソ

コン上の操作を自動化するソフトウエアを導入

いたします。令和元年度に実証実験を実施し、

令和２年度においては、その効果が見込まれる

児童福祉や、国保・年金業務など、１０業務に

ついて実施する予定でございます。実施に当た

っては、ＲＰＡに関する職員の知識、認識の向

上を図りながら、職員が自前で開発、運用して

いくこととしております。 

 次に、超高速ブロードバンド整備事業は、市

域の情報通信格差の是正を図る目的で、令和元

年度から取り組んでいる事業で、去る２月２２

日に龍峯地区において、サービス開始記念式典

を開催し、２月２７日よりサービスが開始され

ております。令和２年度は日奈久、二見地区及

び鏡地区の沿岸部の整備を進めてまいります。 

 最後に、基幹統計調査として国勢調査を実施

いたします。これは、令和２年１０月１日を調

査基準日として、人口や世帯の実態を正確に把

握するため、５年ごとに実施される最大規模の

統計調査です。調査区として市内全域を１００

２の調査区に分け、指導員約１００名、調査員

約７３０名の体制で、市内に住んでいる全ての

人と世帯を調査いたします。 

 以上、総務企画部の総括とさせていただきま

す。 

○財務部長（佐藤圭太君） それでは、財務部

の主な事業につきまして、着座にて説明させて

いただきます。 

○委員長（橋本幸一君） どうぞ。 

○財務部長（佐藤圭太君） まず、財政が所管

する関係でございますが、財政健全化への取組

といたしまして、令和３年度の地方交付税合併

算定替え終了を見据え、財政規律の堅持と市勢

発展のための投資のバランスのとれた財政運営

を確立してまいります。 

 また、ふるさと納税につきましては、昨年９

月より観光振興課へ所管を移しまして、新たな

取組による寄附金の増加を図ったところ、令和

元年度は、返礼品の見直しや新規開拓などによ

り、約３億７０００万円の寄附を見込んでおり

ます。令和２年度におきましても、さらなる寄

附金の増加を図り、一般財源の確保に努めてま

いります。 

 次に、令和元年度から新たに資産経営課が設

置され、未利用財産の活用による歳入確保や施

設管理手法の効率化による経費の削減などを進

めております。 

 令和２年度の取組といたしましては、未利用

財産の売却や貸付け拡大のため、民間事業者を

対象とした市有施設等利活用見学会の実施や各

市有施設の電気料金削減に向けた取組、また新

庁舎竣工後の効率的かつ効果的管理手法の検討

を進めるなど、全庁的なファシリティーマネジ

メントをさらに推進してまいります。 

 次に、新庁舎建設関係でございますが、おか

げさまをもちまして、本体工事につきまして
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は、昨年１０月に着工し、現在、地盤改良工事

並びに山どめ工事を進めており、令和３年１０

月末完成を目指しているところです。 

 令和２年度は、令和３年度までの継続費の追

加といたしまして、新たに電気附帯工事費とし

て、総額２億７５００万円を予定いたしており

ます。 

 工事の内容は、議会関係設備、防災関係諸室

設備、各会議室放送設備、情報関係設備が主な

ものであり、令和２年度は１億１０００万円を

予定いたしております。 

 また、現在進めております外構実施設計業務

委託を令和２年度に完了した後に、令和３年度

から本体工事の進捗に合わせて外構工事に着手

する予定でありますが、外構工事につきまして

は、仮設庁舎の敷地も一般駐車場として整備す

る必要がありますことから、新庁舎周辺を第１

期工事、現在の仮設庁舎周辺を第２期工事とし

て進めていく予定としており、今後とも一層の

進捗管理に努めてまいります。 

 次に、税関係ですが、市民税につきまして

は、個人及び法人市民税を初め軽自動車税、た

ばこ税、入湯税ともに税収減と見込んでおりま

す。 

 また、固定資産税におきましては、市域内の

地価については、いまだ下落傾向の地域が多く

ありますものの、土地の宅地化や償却資産の大

臣配分の増及び実地調査などにより、固定資産

税全体といたしましては、税収増を見込んでい

るところでございます。 

 今後も引き続き、公正公平な課税に努めてま

いります。 

 また、税の徴収につきましては、引き続き滞

納整理の早期着手を行い、現年度課税分の収納

率向上と翌年度への滞納繰越しの抑制を図りま

す。 

 早期の催告書発送と財産調査を徹底し、差し

押さえ等の滞納処分を強化し、累積滞納額の削

減に努めるとともに、税負担の公平性を確保し

てまいります。 

 ２９年度から、納税課内に債権対策室を新た

に設け、強制徴収公債権についての一元的な滞

納整理に取り組んでおり、令和２年度も引き続

き取組を強化してまいります。 

 以上、主な事業について申し上げましたとこ

ろですが、財務部は財政を預かっておりまし

て、財政面では、財源の確保に努め、健全な財

政を維持し、将来にわたって持続可能なものと

なるよう財政運営していきたいというふうに考

えております。 

 以上、財務部の説明とさせていただきます。 

○市民環境部長（桑原真澄君） 皆様、こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）市民環

境部、桑原でございます。どうぞよろしくお願

い申し上げます。 

 それでは、市民環境部関係分について、述べ

させていただきたいと思います。着座にてよろ

しいでしょうか。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

○市民環境部長（桑原真澄君） まず、市民活

動政策課が所管いたします住民自治の推進につ

いてでございますが、現在、それぞれの地域協

議会において創意工夫のもと、地域の特色を生

かしたまちづくり活動を展開していただいてお

ります。 

 市としましては、活動交付金やまちづくり活

動活性化補助金などの財政的支援に加え、地域

の人材育成のための研修会の開催なども行って

いるところでございます。 

 また、平成２９年４月から地域協議会に委託

しておりますコミュニティセンターの一部管理

業務は、来年度も１７の地域協議会に受託して

いただく予定でございます。 

 次に、地域のまちづくり推進事業でございま

すが、昨年８月に、本市のまちづくりのための

市民等と市の役割を明らかにし、市民参加と協
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働を進めるための基本的事項を定めた八代市協

働のまちづくり推進条例を施行し、市民フォー

ラムの開催など、条例の周知を図ってきたとこ

ろでございます。 

 今後も、引き続き周知に努めていくととも

に、地域の自主性、主体性を尊重し、地域の皆

様の要望や意見をしっかりと受けとめて、協働

による地域のまちづくりの推進に取り組んでま

いります。 

 次に、コミュニティセンターの維持管理及び

施設整備でございますが、コミュニティセンタ

ーを、住民の皆様にいつでも安心して快適に利

用いただけるように維持管理を行い、あわせて

防災拠点としての機能の充実を図るとともに、

誰もが利用しやすい施設となるよう、空調設備

の整備やトイレのバリアフリー化などを計画的

に進めてまいります。 

 特に、改築計画を進めてまいりました高田コ

ミュニティセンターにつきましては、既に本体

工事に着手しており、来年度末の完成を予定し

ているところでございます。 

 また、市政協力員関係でございますが、地方

公務員法の改正に伴い、市政協力員が非常勤特

別職に該当しなくなったことから、本市におき

ましても制度の見直しを行い、来年度からそれ

ぞれの市政協力員と業務委託契約を結ぶことと

し、現在、各自治会からの推薦を受け、契約事

務作業を進めているところでございます。 

 制度は変わりましたが、市政協力員に担って

いただいております、市と市民をつなぐという

重要な役割に変わりはなく、引き続き市長から

の委嘱を行い、市政の円滑な運営を目指してま

いります。 

 次に、人権政策課が所管します人権啓発につ

いてでございますが、人権啓発センターを活用

しながら、人権が尊重される平等なまちづくり

の実現を目指して、市民の人権意識の高揚を図

るなど、啓発の推進に取り組んでまいります。 

 男女共同参画につきましては、女性の活躍推

進やワークライフバランスの推進、男女共同参

画の視点に立った防災体制づくりなど、第２次

男女共同参画計画の重点施策を初め、さまざま

な取組を進めてまいります。 

 また、青少年健全育成においては、関係団体

等と連携しながら、街頭指導やイベント、学校

における啓発活動などを実施してまいります。 

 最後に、市民課でございます。本年８月３日

より、市民の方が亡くなられた際の手続に関す

るワンストップ窓口として、おくやみコーナー

を開設する予定でございます。このコーナー

は、死亡届に伴い発生するさまざまな手続を、

可能な限り一つの窓口で済ませることができる

ようにするもので、御遺族の負担軽減を目的と

したものでございます。 

 また、年度末、年度初めにおける住民異動等

の増加による窓口の混雑の緩和対策として、３

月最終週から４月第１週にかけて、土曜日、日

曜日の休日に窓口を開設いたします。 

 さらに、常駐の案内係員としてフロアマネジ

ャーを継続して配置するなど、今後も便利で、

優しく、わかりやすくて、早い窓口を目指して

取り組んでまいります。 

 以上でございますが、今後も、市議会を初め

市民の皆様の御意見をお聞きしながら、改善す

べきところは改善し、事業の着実な遂行に努め

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。よろしくお願い申し上げ

ます。 

○委員長（橋本幸一君） ありがとうございま

した。 

 それでは、午前中の審議は、第２款・総務

費、第１１款・公債費、第１２款・諸支出金、

及び第１３款・予備費の部長総括までとし、休

憩いたしたいと思います。 

（午前１１時５２分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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（午後１時００分 開議） 

○委員長（橋本幸一君） 休憩前に引き続き、

総務委員会を再開いたします。 

 それでは、午前中の第２款・総務費、第１１

款・公債費、第１２款・諸支出金、及び第１３

款・予備費について、部長総括まで終了しまし

たので、引き続き、本件について、執行部より

説明を求めます。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）財務部次長の

尾﨑です。よろしくお願いいたします。それで

は、着座にて説明させていただきます。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） 議案第５号・令

和２年度八代市一般会計予算のうち、款２・総

務費、款１１・公債費、款１２・諸支出金、款

１３・予備費の総務委員会付託分について説明

します。 

 説明に当たっては、職員給与経費は省略し、

新規の取組や事業費の大きいものを中心に説明

させていただきます。 

 それでは、５７ページをお願いいたします。 

 款２・総務費でございます。まず、項１・総

務管理費、目１・一般管理費で２７億７２５万

９０００円を計上しております。前年度に比べ

８０２７万６０００円の増となっております

が、職員給与経費の増が主な要因でございま

す。 

 ５８ページをお願いいたします。 

 説明欄中段の消費者被害救済事業９６０万２

０００円は、消費生活相談員の報酬６５３万４

０００円、毎月２回実施の無料法律相談の弁護

士謝礼６７万９０００円が主なものでございま

す。 

 次に、４つ下の出張所関係事業１８６０万９

０００円は、出張所に勤務する事務補助員１０

名の会計年度任用職員報酬１３２３万５０００

円、職員期末手当１２６万９０００円、社会保

険料２３１万４０００円などでございます。 

 次に、２つ下の会計年度任用職員関係等事業

３４４６万９０００円は、産休代替等緊急対応

の会計年度任用職員報酬として２６０２万円、

及び社会保険料４６１万５０００円が主なもの

でございます。 

 次に、３つ下の職員派遣事業５１９２万６０

００円は、熊本県市長会東京事務所、熊本県福

岡事務所などに派遣している職員の帰庁報告、

赴任、帰任などの旅費２６６万１０００円や派

遣職員の住宅借上料９６６万４０００円、５名

分の県人事交流職員給与等負担金３９５０万円

などでございます。 

 次の職員研修事業１０２１万６０００円は、

市町村職員中央研修所、全国建設研修センタ

ー、自治大学校などへの派遣旅費３６６万７０

００円、コミュニケーション向上研修、交渉力

向上研修などの事業委託料２２０万５０００

円、通信教育や自治大学校等の実務派遣研修の

研修負担金３５６万９０００円、資格取得補助

などの自己啓発補助３５万円が主なものでござ

います。 

 次のふるさと納税事業１億５１２２万３００

０円は、会計年度任用職員２名分の人件費３６

０万１０００円や、ふるさと納税謝礼の報償費

９０１６万５０００円、寄附の申込みから入金

管理、特産品の配送管理や、自治体ＰＲイベン

トなどのふるさと納税業務委託４９２８万円が

主なものでございます。 

 なお、特定財源として、全額ふるさと元気づ

くり応援寄附金を予定しております。 

 ５９ページをお願いいたします。 

 上から３つ目の北海市交流事業は、近年、次

世代を担う両市青少年間の相互交流を中心に実

施しており、ホームステイや学校等教育文化施

設の訪問などを通して、国際的友情の広がりと

相互理解を深め、両市の友好関係の発展に資す

るものでございます。 
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 派遣分の１７８万５０００円は、八代市青少

年友好派遣団の派遣に伴う団長以下１６名分の

旅費１６８万４０００円が主なものでございま

す。 

 受入れ分の１３０万２０００円は、北海市青

少年訪問団の受入れに伴う部屋借上料３７万４

０００円、同訪問団等の歓迎会及び期間中の食

事代など食糧費６３万４０００円が主なもので

ございます。 

 次に、２つ下の市政協力員関係事業の１億１

９９８万６０００円は、市政協力員３３２名の

委託料１億４１２万４０００円、市政協力員事

務費３９８万４０００円が主なものでございま

す。 

 なお、市政協力員につきましては、地方公務

員法の改正に伴い、非常勤特別職として任用す

ることができなくなったことから、本市におき

ましても制度の改正を行い、市政協力員個人と

業務委託契約を結ぶことといたしました。その

ため、今年度までの報酬に代わり、委託料を計

上し、また、新たに活動保険料として５０万４

０００円を計上しております。 

 一つ飛んで、国際交流推進事業の６３８万円

は、昨年度より外国青年招致事業を活用し、翻

訳、通訳や外国人目線で国際交流活動等に従事

しております国際交流員ＣＩＲ１名に関する報

酬３５１万８０００円、特別旅費２０万５００

０円、住宅借上料６０万９０００円などの経費

のほか、国際交流協会設立準備に係る有識者報

償費４４万３０００円、仮称ではございます

が、八代市国際交流協会負担金３０万円が主な

ものでございます。 

 続きまして、目２・文書広報費で１億３８０

０万８０００円を計上しております。前年度に

比べ５１万１０００円の増でございますが、主

に郵便料金の改定に伴う増によるものでござい

ます。 

 まず、文書管理事務事業の本庁の６７４０万

５０００円は、浄書印刷室のパフォーマンスチ

ャージ料３５２万７０００円、コピー用紙代、

印刷機インク等の事務用品８１６万８０００

円、郵便料５１６２万４０００円などでござい

ます。 

 その下の各支所の経費も、支所で管理してお

りますコピー機のパフォーマンスチャージ料

や、コピー用紙代、印刷機インク等の事務用

品、郵便料などでございます。 

 次に、下から２行目、広報広聴活動事業３６

６２万９０００円は、広報やつしろ印刷費３４

７１万２０００円、市公式ホームページのシス

テム保守料９４万１０００円が主なものでござ

います。 

 特定財源としまして、広報紙広告掲載料５５

４万４０００円、ホームページ広告掲載料１０

０万８０００円がございます。 

 次に、ケーブルテレビ事業特別会計への繰出

金としまして２１７０万円を計上しておりま

す。 

 ６０ページをお願いいたします。 

 目３・会計管理費で１４８９万７０００円を

計上しております。会計管理事務事業の主なも

のは、一般会計及び特別会計の決算書などの印

刷製本費１２０万９０００円、口座振替手数料

１８４万５０００円、指定金融機関派出業務手

数料３４５万２０００円、ＯＣＲ読取作業委託

料２５５万４０００円のほか、令和２年度より

金融機関窓口収納手数料３３０万円を計上して

おります。 

 次は、目４・財産管理費で３億７８７４万１

０００円を計上しております。まず、市庁舎管

理運営事業の本庁分では１億９５００万２００

０円は、仮設庁舎や賃借している民間ビルでの

電気料、水道料、下水道使用料などの光熱水費

１３６９万９０００円、電話料５９９万８００

０円、守衛並びに庁舎案内業務、清掃業務や機

械等保守点検業務などの委託料６１８３万８０
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００円、仮設庁舎や倉庫のリース料、ＴＳビル

賃借料などの使用料及び賃借料１億７０３万９

０００円が主なものでございます。 

 特定財源として、仮設庁舎などの市債１億５

７０万円のほかに、庁舎案内板の広告収入１２

０万円などがございます。 

 その下からの各支所の経費も同様に、電気

料、水道料、下水道使用料などの光熱水費や電

話など支所庁舎の維持管理に要する経費でござ

います。 

 次の市有財産管理事業、本庁分の９９５万６

０００円は、集中管理している公用車の燃料費

１４０万８０００円、市全体の公用車の自動車

重量税５９３万３０００円が主なものでござい

ます。 

 次に、３つ下の廃校施設管理運営事業８７６

万２０００円は、学校の統廃合に伴って廃校と

なった施設の維持管理経費で、令和２年度より

廃校となる旧鏡西部小学校ほか７施設でござい

ます。電気料、水道料、下水道使用料などの光

熱水費２１３万９０００円、警備、浄化槽、給

水設備などの保守点検業務などの委託料３７４

万３０００円となっております。 

 次の各種損害保険加入事業４１１７万８００

０円は、市有施設の火災保険料１３２１万８０

００円、市全体の公用車の自賠責保険料及び任

意保険料で１１９７万１０００円、市有林の森

林保険料４７１万７０００円が主なものでござ

います。 

 次に、一番下の市庁舎施設整備事業、鏡支所

分でございますが、２４０万７０００円は、空

調設備において、今後計画的に改修を進めるた

めの基本設計業務委託経費でございます。 

 ６１ページをお願いします。 

 目５・企画費で１億１７９１万３０００円を

計上しております。まず、説明欄上から５つ目

の定住促進対策事業６４５万９０００円の主な

ものは、坂本地域において、荒瀬ダム撤去後の

地域振興の一環として、地域おこし協力隊１名

の配置を予定しており、その費用として半年分

の報償費１２０万円、活動補助金５０万円、自

動車等借上料２４万８０００円でございます。

また、学生の視点で若い世代が八代に定住する

ための可能性を探るラボとあわせて、インター

ンシップとの連携を図るやつしろ学生ラボ企画

運営事業委託１６０万円でございます。また、

熊本県移住支援事業の一環として、東京２３区

の在住、通勤者が本市に就業、または起業する

場合に補助する移住支度金の２世帯分２００万

円を計上しております。 

 特定財源として、県支出金のくまもと版地方

創生移住支援事業補助金１５０万円、ふるさと

八代元気づくり応援基金繰入金１６０万円を予

定しております。 

 次に、結婚活動応援事業に１６０万円を計上

しております。令和元年度からの取組としまし

て、定住自立圏を形成する氷川町、芦北町と連

携し、出会いの場を提供するなど体験型婚活イ

ベントを開催するための定住自立圏婚活事業委

託料１２０万円のほか、結婚活動応援事業補助

金４０万円でございます。 

 特定財源として、氷川町、芦北町からの負担

金８０万円と、県支出金の少子化対策総合交付

金２０万円、ふるさと八代元気づくり応援基金

繰入金６０万円を予定しております。 

 次に、八代・天草シーライン建設促進事業１

１３万８０００円は、八代・天草シーライン建

設促進民間協力期成会事業補助金４７万５００

０円、八代・天草シーライン建設促進期成会負

担金３８万円、上天草市で開催するシンポジウ

ムへ市民が参加するためのバス借上料１０万円

が主なものでございます。 

 次に、３つ下の住民自治推進事業６７４９万

８０００円は、市内地域協議会のまちづくり活

動活性化補助金６３０万円、及び地域協議会活

動交付金６０８７万５０００円が主なものでご
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ざいます。このまちづくり活動活性化補助金に

つきましては、地域協議会のさらなる組織運営

の強化とコミュニティー活動の活性化、積極性

を後押ししていくために、令和元年度に引き続

き、１協議会当たり年３０万円を上限とし、令

和２年度も継続して支援を行うこととしており

ます。 

 なお、特定財源としまして、まちづくり交流

基金繰入金６３０万円を予定しております。 

 次に、３つ下の各支所地域振興事業２５０万

円は、支所管内の地域づくり活動の充実や住民

自治及び防災意欲の向上を図るため、支所に属

する地域、地区内で行う地域づくり活動に対し

て助成金を交付するもので、支所ごとに５０万

円を計上しております。 

 続きまして、目６・情報推進費で４億９３９

３万９０００円を計上しております。前年度に

比べ１億９３９２万５０００円の増となってお

りますが、これは、令和元年度より実施してい

る光ブロードバンドの未整備地区を整備するた

めの超高速ブロードバンド整備事業補助金が主

な要因でございます。 

 説明欄の上から２つ目の基幹システム運用事

業９６４１万１０００円は、住民基本台帳、税

情報など３９業務のシステム使用料６９７０万

２０００円、入力データ作成委託料１０５７万

５０００円が主なものでございます。 

 次に、八代地域イントラネット運用事業６５

１４万８０００円は、八代地域内の公共施設約

１４０カ所を光ファイバーで結ぶ高速通信網の

運用経費で、通信回線利用料２８７７万８００

０円、ネットワーク設備利用料３５３０万３０

００円が主なものでございます。 

 特定財源として、氷川町からの負担金９７９

万８０００円を予定しております。 

 次の情報化端末等運用事業６４３９万６００

０円は、複合機・プリンター１６３台分の賃借

料３３６万５０００円、職員に配付しているパ

ソコン１６６６台分のリース料３１８４万９０

００円、インターネット等利用における画面転

送サービスの使用料１５５２万４０００円のほ

か、端末用ソフトウエア使用料として１２９３

万６０００円などでございます。 

 次に、地域情報化事業の２億３６５５万２０

００円は、民設方式により光ブロードバンドの

未整備地区を整備するために要する費用の一部

を補助する超高速ブロードバンド整備事業補助

金２億３０００万円が主なものでございます。 

 なお、特定財源としまして、市債の合併特例

債を２億１８５０万円、その他に、ふるさと八

代元気づくり応援基金繰入金１１５０万円を予

定しております。 

 なお、令和２年度は、日奈久、二見、鏡地区

沿岸部の整備を予定しております。 

 ６２ページをお願いいたします。 

 目７・交通防犯対策費で１億２７０３万３０

００円を計上しております。前年度に比べ１２

２６万１０００円減の主な要因は、令和元年度

に、新八代駅東口駐車場の駐車券発行機及び料

金精算機を更新したこと、新庁舎建設に伴い、

市営中央駐車場を公用車及び職員駐車場とした

ことにより委託料が不要となったことなどによ

るものでございます。 

 上から６番目の防犯活動推進事業８０５万６

０００円は、八代地区防犯協会連合会負担金７

３３万３０００円が主なものでございます。な

お、八代警察署と氷川警察署の統合を受け、そ

れぞれの防犯協会を統合し、令和２年度から新

たに八代地区防犯協会連合会が設立され、負担

金も一本化したところでございます。 

 次の防犯灯設置事業１２８２万６０００円

は、環境面、安全面の向上及び経費の削減を図

るため、現在、市が経費を負担している公設防

犯灯２１９基のＬＥＤ化のための経費６５３万

５０００円、各自治会の防犯灯設置に対する補

助金５００万円が主なものでございます。 
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 なお、特定財源としましては、国庫支出金２

２５万円、安全安心まちづくり基金繰入金６５

３万５０００円、及びふるさと八代元気づくり

応援基金繰入金１００万円を予定しておりま

す。 

 次に、３つ下の生活交通確保維持事業６７８

６万円は、乗合タクシー運行事業補助金６１１

１万２０００円のほか、次期地域公共交通網形

成計画策定事業業務委託料５００万円、及び五

家荘地域振興会が実施するグループタクシー運

行に対する補助金１５０万円などを計上してお

ります。 

 続きまして、目８・人権啓発費で１億１３８

８万５０００円を計上しております。前年度に

比べ５４１万７０００円の増となっております

が、職員給与経費の増が主な要因でございま

す。 

 まず、人権啓発推進事業８０２万５０００円

は、八代地域人権教育のための推進会議分担金

１６６万円、市人権問題啓発推進協議会交付金

３９０万円が主なものでございます。 

 次に、３つ下の人権相談事業４２６万６００

０円は、人権相談員２名分の報酬３１８万６０

００円が主なものでございます。 

 次の男女共同参画啓発事業９７万５０００円

は、男女共同参画推進情報誌ミライの印刷製本

費１９万１０００円、いっそＤＥフェスタ委託

料７１万円が主なものでございます。 

 次に、２つ下の青少年健全育成事業９８０万

７０００円は、街頭指導などに当たる青少年指

導員の謝礼３８８万８０００円、青少年相談員

２名の報酬３２２万４０００円のほか、薬物乱

用防止事業委託経費３６万円などを計上してお

ります。 

 ６３ページをお願いします。 

 目９・コミュニティセンター費で４億１７８

万３０００円を計上いたしております。前年度

より１８５０万７０００円減額しております

が、太田郷コミセン講堂つり天井改修工事な

ど、令和元年度に行った大規模工事分の減少に

よるコミュニティセンター整備費の減が主な要

因でございます。 

 まず、コミュニティセンター維持管理事業の

１億２９２１万６０００円は、２１地域のコミ

ュニティセンターの維持管理経費で、内容とし

ましては、電気料やガス代などの光熱水費２６

８２万５０００円、電話料や浄化槽清掃手数料

などの役務費２７０万円、平日の夜間や休日の

窓口業務委託２３８９万４０００円、及び施設

の一部管理業務を実施しますコミュニティセン

ター管理業務委託５６４５万５０００円となっ

ております。 

 特定財源として、施設使用料の１３３６万１

０００円などがございます。 

 次の、コミュニティセンター施設整備事業の

２億７２５６万７０００円は、主なものとしま

して、高田コミュニティセンターの改築関連工

事２億３６７５万３０００円、コミセン機能を

充実させるための整備としまして、代陽コミセ

ン空調設備設置実施設計委託料４２１万３００

０円、郡築コミセンのバリアフリー化改修工事

６８８万５０００円、麦島コミセンのトイレ洋

式化改修工事３０８万円及び宮地コミセンの空

調機設置工事９６０万２０００円などでござい

ます。 

 なお、特定財源としまして、市債は緊急防災

減災事業債２３７０万円、合併特例債２億２４

９０万円を予定しております。 

 続きまして、目１０・公平委員会費で、事務

事業経費として１２６万６０００円を計上して

おります。 

 ６４ページをお願いします。 

 目１１・諸費で６３２１万３０００円を計上

しております。 

 説明欄中段の国県支出金等返還金事業１００

０万円は、過年度分の国県支出金の精算に伴う
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返還金の準備金でございます。 

 一つ下の市税還付金事業５０００万円は、前

年度の法人市民税などの精算に伴う還付金の準

備金でございます。 

 次に、目１２・市庁舎建設費で２３億８６１

３万円を計上しております。前年度に比べ２３

億４０２６万４０００円の増となっております

が、これは、新庁舎建設事業２３億７９４０万

１０００円のうち、昨年１０月に着工しました

新庁舎本体工事の工事請負費２０億７６８０万

円、及び木材加工等請負業務委託１億２５４０

万円と、電気附帯工事費１億１０００万円が主

な要因でございます。 

 また、新庁舎建設オフィス環境整備支援事業

の４６４万４０００円は、オフィス環境整備支

援業務委託の令和２年度支払い予定額でござい

ます。令和２年度は、今年度から実施しており

ますサイン実施設計、什器・備品類に対する既

存の活用と新規調達などの検討を行い、最終的

な調整作業を予定いたしております。 

 ６５ページに移りまして、項２・徴税費、目

１・税務総務費で５億４１５０万２０００円を

計上しておりますが、前年度に比べ９１６万６

０００円の増となっております。主に職員給与

経費９７１万１０００円の増によるものでござ

います。 

 なお、特定財源の国県支出金は、県の県民税

徴収事務委託金でございます。内容は、市民

税、資産税の事務事業経費でございます。 

 目２・賦課徴収費で１億６１５万８０００円

を計上しております。前年度と比べ６６５万６

０００円の減でございますが、納税相談員制度

の廃止に伴う人員減が主な要因でございます。 

 なお、特定財源としまして、その他に徴税手

数料、督促手数料などがございます。 

 まず、市民税賦課徴収事務事業２４９１万３

０００円は、納税通知書などの印刷製本費２１

８万円、コンビニ納付に対応するための封入封

緘業務委託料８８５万５０００円、電子申告な

どを行うエルＴＡＸのシステムの使用料７４１

万９０００円、地方税電子化協議会等負担金２

７７万６０００円が主なものでございます。 

 次に、資産税賦課徴収事務事業５４９４万円

は、地番現況図等作成業務委託料２５４４万３

０００円、不動産鑑定業務委託料１２３１万２

０００円、固定資産税納税通知書作成等業務委

託料６５４万５０００円が主なものでございま

す。 

 次の滞納整理事務事業２６３０万５０００円

は、先ほど、当該目の増減で御説明しました

が、４人の納税相談員制度廃止に代わり、新た

に採用した会計年度任用職員３人と、従来から

在籍する行政事務職員１人の、合わせて４名分

の報酬５７４万円と、社会保険料１０９万２０

００円のほか、納付書つき督促状などの印刷製

本費２２７万７０００円、コンビニ収納事務委

託料４９６万円、収納支援システムのリース料

４９３万７０００円が主なものでございます。 

 ６６ページに移りまして、項３・目１・戸籍

住民基本台帳費で３億８９６万４０００円を計

上しております。前年度と比べ６９１６万８０

００円の増でございますが、おくやみコーナー

の新設に伴う職員給与経費１２８３万９０００

円の増、及びマイナンバーカードの大幅な交付

増が見込まれますことから、その業務を委任し

ております地方公共団体情報システム機構へ負

担する交付金４７８４万４０００円の増が主な

要因でございます。 

 なお、特定財源としまして、国からの通知カ

ード・個人番号カード関連事務補助金や、県か

らの権限委譲として、パスポートの申請受付や

交付等に関する事務委託金などがあります。ま

た、その他の財源は、住民票や戸籍謄本などの

発行手数料などでございます。 

 続きまして、戸籍住民基本台帳事務事業４２

７０万８０００円は、総合窓口や新設されるお
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くやみコーナーの会計年度任用職員の報酬と社

会保険料など２６４０万７０００円、戸籍シス

テムのリース料及び保守点検委託料など１０９

０万５０００円が主なものでございます。 

 次の番号制度導入事業９０５７万円は、個人

番号制度対応機器リース料及び保守点検委託で

４１４万８０００円、通知カード・個人番号カ

ード関連事務交付金７５８９万円が、主なもの

でございます。 

 ６７ページをお願いいたします。 

 項４・選挙費、目１・選挙管理委員会費で５

２２１万３０００円を計上しております。この

うち選挙管理委員会事務事業２８１万８０００

円は、選挙管理委員４名の報酬１３３万円が主

なものでございます。 

 ６８ページをお願いします。 

 項５・統計調査費、目１・統計調査総務費で

２９５５万９０００円を計上しております。 

 次に、目２・基幹統計費で５３６４万５００

０円を計上しております。前年度に比べ３８６

８万５０００円の増でございますが、これは、

農林業センサス事業が終了し、新たに国勢調査

事業が行われることによるものでございます。 

 特定財源としまして、国県支出金に県の国勢

調査事業委託金などがございます。 

 説明欄、一番下の国勢調査事業５０１２万８

０００円は、人口や世帯の実態を正確に把握す

るため、５年ごとに実施される最大規模の統計

調査で、指導員・調査員報酬４２６２万３００

０円が主なものでございます。 

 特定財源としまして、全額県委託金でござい

ます。 

 ６９ページをお願いします。 

 項６・目１・監査委員費で５５５５万９００

０円を計上しておりますが、常勤監査委員や一

般職の職員給与費のほか、監査事務事業２４０

万４０００円は、非常勤監査委員２名の報酬１

５９万２０００円が主なものでございます。 

 以上で、総務費を終わります。 

 それでは、ページが飛びまして、１１９ペー

ジをお願いいたします。 

 款１１・公債費でございます。項１・公債

費、目１・元金で、長期債償還元金事業として

５９億１０１７万７０００円を計上しておりま

す。これは、学校改築や道路整備など、建設事

業などの財源として、市が金融機関等から長期

に借入れた長期債の返済の元金分でございま

す。 

 続きまして、目２・利子で３億４２０７万８

０００円を計上しております。 

 説明欄の、まず、長期債償還利子事業３億４

０１３万円は、建設事業などの財源として、市

が金融機関等からの長期借入れに対する利子分

でございます。 

 次の、一時借入金利子事業１９４万８０００

円は、一時的な資金不足を補うために、市が金

融機関から借り入れる際の利子分でございま

す。 

 続いて、款１２・諸支出金でございます。項

１・基金費、目１・財政調整基金費３０４万９

０００円、１２０ページに移りまして、目２・

土地開発基金費２４６万円、目３・市有施設整

備基金費１７９万９０００円、目４・減債基金

費１１６万３０００円は、基金運用で発生する

利子を積立てるもので、特定財源として同額の

利子を計上いたしております。 

 次に、目５・ふるさと八代元気づくり応援基

金費１億４９０８万２０００円は、本市へ寄附

されるふるさと納税寄附金から、ふるさと納税

事業に充当した残りの１億４８７７万７０００

円と、基金運用利子３０万５０００円を積立て

るもので、特定財源は、寄附と基金運用利子と

なっております。 

 目６・まちづくり交流基金費４１万６０００

円は、基金運用利子を積立てるものでございま

す。 
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 目７・平成２８年熊本地震復興基金費１４８

万１０００円は、２９年度に県の復興基金から

交付されたものを原資として創設した基金でご

ざいまして、令和２年度の県の復興基金を活用

した基本事業の実施に伴い交付される事務費交

付金のうち事業に充当できない分１１３万３０

００円と、基金運用利子３４万８０００円を積

立てるものでございます。 

 最後に、款１３・予備費でございます。予算

執行における緊急対応分としまして、予備費２

０００万円を計上いたしております。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いします。 

○委員長（橋本幸一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ございません

か。ありませんか。 

○委員（堀 徹男君） ５９ページの総務費の

中のことについてお尋ねします。 

 国際交流協会を新規で立ち上げられるという

ことですけれども、立ち上げのときの、どんな

団体をベースにしてというか、構成メンバーは

どんな感じでつくられるのかなあというのを教

えてください。 

○理事兼国際課長（嶋田和博君） 国際課の嶋

田でございます。 

 堀委員お尋ねの国際交流協会のメンバーとい

うことで、お答えをしたいと思います。 

 現在ですね、本年中の設立を目指して、準備

委員会を立ち上げております。今年の１月に第

１回の準備委員会を開いておりますが、その後

ちょっとコロナウイルスの関係で、会議は中断

をいたしておりますが、ちなみに、そのメンバ

ーを申し上げますと、まず、経済団体から商工

会議所や青年会議所、そして、慈善団体等から

ロータリークラブやソロプチミスト、あとです

ね、ボランティア団体として地域日本語教室や

つしろクラブ、ＦＳやつしろ、そして、有識者

として中九州短期大学の教授、あと、企業関係

としてですね、管理団体を複数、それに市民公

募として２名ほど、合計１５名のメンバーで設

立準備委員会を進めております。 

 今後もですね、協会立ち上げに当たりまして

は、こういった関係団体を中心にですね、会員

の拡大を図っていきたいというふうに思ってお

ります。 

○委員長（橋本幸一君） よろしいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい、ありがとうござ

いました。 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。 

○委員（橋本徳一郎君） 当初予算の概要のほ

うなんですが、３ページに、アイジャンプ使用

料４５台ライセンスというのがあります。最初

の総括のときに、ＲＰＡのシステムということ

だったんですけど、このＲＰＡのシステムの利

用目的、どういったものを導入するのかという

のを、ちょっと教えていただきたいんですが。 

○理事兼企画政策課長（福本桂三君） 企画政

策課、福本です。 

 ＲＰＡの対象業務につきましては、来年度対

象分は、保育所入所業務、それと児童手当の現

況届の入力、認定業務、それとか、国保保険税

収納組替え処理とか、あとは、国保年金課の事

業月報作成とか、あと、社会保険診療報酬の支

払基金への報告とか、そういうものの業務の自

動化を考えております。 

 以上です。 

○委員長（橋本幸一君） いいですか。ほか

に。 

○委員（堀 徹男君） 予算書６２ページので

すね、上から７番目ぐらいに、防犯活動推進事

業について、少し教えてください。 

 説明の中で、氷川地区の防犯協会と統合した

ということでしたけど、氷川地区というのが、

どこまで指すのかですね。氷川警察署だったの

で、鏡とか東陽とかですね、その辺も管轄だっ

たので、氷川地区防犯協会というんでしょうけ
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ど、具体的に氷川町を含めた氷川地区防犯協会

を統合されたのか、それに対して、連合会の負

担金として７３３万３０００円を予算として上

げられているので、氷川町の分は、広域でいう

ような分担があってるのか、それとも、この中

に含まれているのかとかですね、また、その使

途を何に使われているのかというのを、ちょっ

と教えてください。 

○理事兼市民活動政策課長（遠山光徳君） 市

民活動政策課の遠山でございます。よろしくお

願いいたします。 

 堀委員、今お尋ねの件ですが、まず、こちら

の連合会のですね、範囲といたしましては、氷

川町も含めて八代市と氷川町全域ということに

なっております。 

 それと、負担金につきましては、八代市と氷

川町で合計８７０万円を分担しているというふ

うになっております。負担の内容につきまして

は、人件費の２５％を人頭割、残りの７５％を

人口割というふうにいたしております。 

 それと事業費につきましては、全て人口割と

いうことで、八代市の場合は、先ほど御紹介い

ただいたとおり７３３万３０００円、それと氷

川町のほうが１３６万７０００円が負担となっ

ております。 

 以上でございます。 

○委員長（橋本幸一君） よろしいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい、ありがとうござ

いました。 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。 

○委員（成松由紀夫君） ６２ページの２点あ

るんですが、いっちょずつ行きますけど、防犯

灯設置事業の１２８２万、２１９基で、ＬＥＤ

化と補助金云々とあったんですが、そこを少し

ちょっと詳しくわかれば、わかる範囲で教え撃

ていただきたいなと。 

 あと、次ページ、６３ページのコミュニティ

センター維持管理事業の概要のほうでも、建物

管理業務というところがあっとですけども、建

物の補修等も含めて、この辺に入ってくるのか

どうか。よければ、建物管理委託と管理業務委

託の中身を少し、わかる範囲でいいので教えて

いただければ。 

○理事兼市民活動政策課長（遠山光徳君） ま

ず、防犯灯のほうでございますが、例年です

ね、各自治会のほうに補助金ということで、本

年度も５００万ほど計上させていただきます

が、それ以外にですね、公設防犯灯２９３灯ご

ざいますが、そのうち２１９灯につきまして

は、まだＬＥＤ化が済んでおりませんものです

から、それにつきまして、一括してＬＥＤ化を

したいということで、合計の６５３万５０００

円を計上いたしているところでございます。 

 コミュニティセンターの管理費のほうでござ

いますが、まず、建物管理委託のほうでござい

ますが、こちらにつきましては、１８施設です

ね、シルバー人材センターのほうに委託をした

分でございます。こちらにつきまして、内容と

いたしましては、施設の鍵の開閉、それと清掃

ですとか、窓口貸出し業務となりますが、基本

的には日中はですね、職員、もしくは現在非常

勤職員の方いらっしゃいますけれども、休日で

すとか、夜間につきましては管理委託をしてい

るということでございます。 

 それと、一部管理業務委託につきましてはで

すね、今年度１７の地域協議会のほうに委託を

しているということでございます。 

 以上でございます。 

○委員（成松由紀夫君） 防犯灯ですけれど

も、ＬＥＤ化ということで、その予算がです

ね、５００万が通常のということでありますけ

ども、大変暗がりがあるとですね、いろいろと

臨機応変にというところで、大変担当課が努力

されているのは伺っておりますので、臨機応変

にですね、危険箇所等があれば、進めていただ

きたいなというのと、あと、コミュニティセン
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ターの維持管理の、ちょっと私が理解してなか

ったのが、よくわかりましたので、よかったで

す。 

 あと、いっちょよかですか。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。意見

と質疑はちょっと分けてお願いいたします。 

○委員（成松由紀夫君） 人権の絡みでです

ね、６２ページなんですが、人権相談事業の相

談員さんの謝礼――、報酬ですね、２名、それ

と、青少年相談員報酬の２名ということがある

わけですけども、この業務の中で、例えば、出

張業務というか、相談員さんによってはです

よ、なかなか窓口に来られるのが困難であった

りとか、そういったいろいろ、ケース・バイ・

ケースがあると思うんですよね。そういった経

費等々は、これとは別になるのか、中に入って

いるのかというのと、その業務内容がどういう

ところか、わかる範囲で教えていただければ。 

○人権政策課長（宮川武晴君） 人権政策課、

宮川でございます。よろしくお願いします。 

 今、委員御質問の人権相談員さんと青少年相

談員さんの経費のことについてでございます

が、まず、相談をされる方につきましては、両

方とも共通で、市民であるということを前提と

しておりますので、市内での移動ということに

なりますので、旅費等は計上してございませ

ん、移動に関する旅費はですね。場合によって

は、今御指摘のとおり、こちらに来るのが難し

いとかですね、どうしても現場なり、近所で話

を聞いてほしいというのがあります。例えば、

人権相談員さんですと、御近所関係でですね、

近くに来てくれんどかとか、そういった話もあ

ります。青少年相談員につきましても、学校現

場での御相談等もありますので、そういったと

ころに相談員さんが足を運んでいただいている

という現状はございます。 

 ですので、主に、市内を想定してますので、

そういった旅費等はないというところでござい

ます。 

 それと、相談業務でございますが、人権相談

員さんにつきましては、広く人権全般というこ

とになりますので、例えば、繰り返しになりま

すが、御近所のトラブルだったりとかですね、

悩み事であったり、人生観についてであったり

とかですね、そういったお悩みをいただくこと

もございます。 

 青少年相談員につきましては、主に、名のと

おり、青少年を想定しておりますので、それと

保護者が相談の対象ということになりますの

で、そういった方を対象にお受けをしていると

いう状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員（成松由紀夫君） 市内をあくまで市民

ということで、旅費等々は上げない。それはし

っかり理解すっとですけども、特に青少年相談

員さんということになるとですよ、いろんな悩

みを抱えて、学校でも対応できないとかあると

思うとですよね。例えば、リストカットであっ

たり、なかなか言えないような事情を抱えてい

る。特に、パーセントとの割合を、ちょっと私

も聞いたっですけども、女の子が非常に悩みを

抱えとったりというような、ケース・バイ・ケ

ースで対応を、より柔軟にせんといかん部分が

あるのでですね、何か窓口に一部固定化するよ

うな流れと、こども未来課とほかの課とも連携

はしっかりしていただいて結構ですので、しっ

かりと目線を合わせてですね、相談者の立場に

なって、やっぱり足を運んで、寄り添うところ

はしっかり寄り添っていただきたいというふう

に思います。 

 以上です。 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。 

○委員（中村和美君） ６２ページの市営駐車

場の新八代駅東口、管理費で３７０万ですけ

ど、これ、たしかここは、個人と契約してある

と思いますけど、何台で、大体幾らぐらいの収
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入があるのか、お願いします。 

○理事兼市民活動政策課長（遠山光徳君） 東

口駐車場の概要でございますが、東口駐車場に

つきましては、一般が７０台、月ぎめが３０台

ございます。 

 現在、月ぎめのほうは満杯というような状況

でございますが、２月末までの収入でございま

すけれども、一般のほうが１８３６万、それ

と、月ぎめのほうが２０６万８０００円という

ことと、合計で１２９０万５０００円程度が収

入として上がっている状況でございます。 

 以上です。 

○委員（中村和美君） 大体月幾らぐらいです

か、個人の契約は、駐車場。 

○理事兼市民活動政策課長（遠山光徳君） Ｊ

Ｒの定期券がありなしで金額が変わってまいり

ますが、定期券があるほうが６２８０円、なし

のほうが１万４７０円、倍ということになりま

す。（委員中村和美君「１万４７０円、はい、

ありがとうございました」と呼ぶ） 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。 

○委員（堀 徹男君） 市政協力員関係事業に

ついて教えてください。 

 担当地区再編事業補助金ということで、８２

８万円かな、上げてありますけど、平成３０年

度までに再編された地区に対して補助を実施と

なっているんですけど、再編された地区に対し

て、どういった意味合いでの補助をされている

のかなというのを教えてください。 

○理事兼市民活動政策課長（遠山光徳君） 市

政協力員の担当地区の再編補助金でございます

が、こちらにつきましては、当初坂本地区のほ

うからですね、なり手不足ということで、なか

なか市政協力員さんのなり手がいないというこ

とで要望があって、つくり出した補助金でござ

います。 

 目的といたしましては、再編地区内の連携の

充実を図ることを目的というふうにしておりま

す。 

 現在でございますが、坂本地区で４３地区、

それと東陽地区で１地区、それと泉地区で２地

区でございます。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） すみません、ちょっと

意味がよくわからなかったんですけど、市政協

力員さんに対しての募集ということではなく

て、連携を図るための、誰に何を払って、何を

されているんでしょうか。 

○理事兼市民活動政策課長（遠山光徳君） あ

くまでも、例えば、３地区ございまして、それ

を１地区に統合するといった場合になります

と、２地区に対して収入が減るというようなこ

とになりますので、市政協力員さんは、あくま

でもお一人ですので、市政協力員に対する補助

金ということではございませんで、その３地区

合わせて、２地区分の補助金を交付するという

ような形になります。 

○委員長（橋本幸一君） よろしいですか。ほ

かに。 

○委員（橋本徳一郎君） １つがですね、ホー

ムページの広告料というのがあったので、１０

０万８０００円、これ、どういったところから

の収入かというのと、あと、住民基本の部分

で、入力データ作成委託が１０００万計上され

ているので、どういったデータを扱われるのか

というのを、ちょっと確認したいんですけれど

も。 

○理事兼秘書広報課長（野々口正治君） こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）野々

口でございます。よろしくお願いします。 

 ホームページのバナー広告につきましては、

大体継続で出していただいておりますところ

に、例えば、トヨオカ地建さんだったり、八千

把の幼稚園さんだったりとか、そういったとこ

ろが継続して出していただいておるところで、

大体５社から６社がですね、掲示をしていただ
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いておるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（橋本幸一君） もう１件あったです

ね。どこかな。 

○委員（橋本徳一郎君） 基幹システム運用の

入力データ作成委託。すみません、概要の６ペ

ージになります。 

○情報政策課長（早木浩二君） 情報政策課の

早木です。 

 委員お尋ねの入力データ作成委託についてで

ございますけれども、今、住民情報関連のです

ね、基幹業務として１５課かい、３９業務を委

託をしておる中でですね、市民税関係の電算シ

ステムへのデータを一括入力というものを、業

者に渡してデータ化する業務を行っておりま

す。 

 大体、入力データ作成委託として１３業務を

委託しておるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（橋本幸一君） よろしいですか。ほ

かに。 

○委員（堀 徹男君） 番号制度導入事業につ

いて教えてください。 

 マイナンバーのことだろうかなと思うんです

けれども、どれぐらい、今八代市でマイナンバ

ーの登録が進んでおりますでしょうか。 

○市民課長（西田裕一君） 市民課、西田でご

ざいます。 

 マイナンバーの交付ができた方につきまして

ですが、令和２年２月末現在で１万６８６１人

でございます。 

○委員（堀 徹男君） １割に満たないぐらい

の成果というようなことになりますか。（市民

課長西田裕一君「はい」と呼ぶ） 

 これを導入することによって、何というんで

すかね、市民の利便性が上がったりとか、役所

の業務が簡素化できたりとかするだろうと思う

んですけれども、今の登録の数からいったら、

そんなに成果があるようなものでもないのかな

と思うんですけど、登録を促す仕組みについて

は、どのようにお考えされてますか。 

○市民課長（西田裕一君） まず、ただいまの

人口に対する交付者数の割合ですが、１３.

２％でございます。 

 交付を促進する取組でございますが、申請が

増えるようにですね、団体や事業にですね、出

張申請を受け付けておりましてですね、企画政

策課と連携をしまして、そちらの事業所、団体

に出向きましてですね、申請を受け付けている

ということも行っております。 

 本年度は既に３０団体ですね、小中学校等で

行っております。 

 以上です。 

○委員長（橋本幸一君） よろしいですか。堀

委員、よろしいですか。 

○委員（堀 徹男君） はいはい。 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見があったら、お願いいたします。 

○委員（堀 徹男君） 先ほどお尋ねした国際

交流協会の設立についてなんですけれども、本

市初めての取組ということで、いろいろな課題

があったりするかもしれませんけど、ぜひとも

ですね、うまく立ち上げられて、進められてい

る国際交流についてですね、プラスになるよう

なものができたらなというふうに思ってます。 

 それと、マイナンバーの促進についてはです

ね、やっぱり１割ちょっとの達成率というの

は、もう始まってから３年ぐらいはたっている

んじゃないかなと思うんですけど、もう少し、

せめて半分ぐらいまで上がらないと、こういっ

た機械をですね、入れても、使うのが１割ちょ

っとというのは、実にもったいないような気が

しますので、ぜひ数字を上げていただきたいと
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思います。 

 以上です。 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。 

○委員（橋本徳一郎君） ２点、お願いしま

す。 

 ＲＰＡの新しくシステムを入れるということ

ですけども、システムを入れるのはいいんです

けど、使いこなすのに相当、それなりの時間が

かかるというか、習熟しないと難しいと思うの

で、しっかり活用していただくよう研修をして

いただきたいというのと、もう１点、入力委託

の件ですね、外部委託ということなので、個人

情報なんか結構流出など、結構出ているので、

報道なんかされてますので、セキュリティー管

理というのをしっかりしていただきたいという

のをお願いします。 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。 

○委員（太田広則君） おくやみコーナーの設

置ですね、一般質問でもしましたけれども、予

算計上上がってきております。仮庁舎の中で、

質問のときも言いましたけど、非常に大変かと

思います。そうした中で、新庁舎にですね、つ

なげられるような、無理のないようなですね、

設置方をですね、ぜひ頑張っていただきたいな

というふうに思います。よろしくお願いしま

す。 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。 

○委員（成松由紀夫君） 先ほど、多少要望ち

ゅうか、意見として言ったんですが、人権相談

業務、それと青少年相談業務ですね、くれぐれ

も窓口の固定化していくようなことはないよう

に、しっかりと目線を合わせるというか、実際

相談員さんが、今募集かけても来られてないよ

うな事実も聞いてますので、宮川課長、その辺

をしっかりと対応よろしくお願いします。 

 以上です。 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 以上で、第２款・総

務費、第１１款・公債費、第１２款・諸支出

金、及び第１３款・予備費についてを終了いた

します。 

 執行部入れ替えのために小会いたします。 

（午後１時５６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時５７分 本会） 

○委員長（橋本幸一君） 本会に戻します。 

 次に、第８款・消防費について、総務企画部

から説明願います。 

○総務企画部長（松村 浩君） 総務企画部、

松村でございます。 

 令和２年度一般会計予算、第８款・消防費の

説明の前に、新規事業等を中心に総括をさせて

いただきます。座って説明をさせていただきま

す。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

○総務企画部長（松村 浩君） まず、防災行

政無線につきましては、令和元年度から令和２

年度の２カ年で整備を進めております。令和元

年度は、実施設計を行っており、令和２年度

は、防災アプリを活用するシステムの整備や屋

外拡声器などの整備を行い、令和３年度からの

システム運用を目指しております。 

 次に、平成３０年度で整備しましたウエブ版

の防災マップにつきましては、熊本県が令和元

年５月に公表しました大鞘川や鏡川などの県管

理河川の想定最大規模の降雨量による洪水浸水

想定区域図のデータを追加いたします。 

 また、球磨川水害タイムラインについては、

校区ごとに水害時の時系列行動マニュアルであ

るコミュニティータイムラインの策定に取り組

んでおり、これまで太田郷校区をモデル地区と

して策定し、現在は、宮地校区において策定を

行っているところであり、今後も球磨川流域を

中心に地区計画の策定に取り組んでまいりま

す。 
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 次に、大規模な水害等の災害が発生した際

に、市民が市町の区域を越えて広域避難するこ

とを想定し、要請手順や避難先など、基本的な

事項を定めた広域連携への取組を進めてまいり

ます。現在、宇土市、宇城市、美里町、氷川

町、芦北町の５市町と勉強会を実施しており、

広域避難計画書及び協定書を作成し、来年度の

出水時期からの運用を開始する予定でございま

す。 

 次に、消防団の整備では、小型ポンプ積載車

等の更新や、装備品、資機材などを計画的に拡

充していくほか、団員の新基準活動服を平成３

０年度より３カ年で整備していますが、令和２

年度で全ての方面隊に整備完了となります。 

 また、近年の自然災害の甚大化に伴い、迅速

に対応できる消防体制を整えるため、道路寸断

時などにいち早く現場に駆けつけ、情報収集等

が行えるよう、オフロードバイク２台を、今回

泉方面隊に配備することとしております。 

 次に、消防団確保による消防団の強化・充実

は大変重要と考えておりますが、近年、消防団

に加入される方が減少しており、団員の確保は

大きな課題となっています。引き続き、市民や

市職員、女性、学生に向けた加入促進に加え、

企業や経済団体への呼びかけを行っていくな

ど、消防団組織の強化に努めてまいります。 

 次に、災害時用備蓄品については、地域防災

計画に掲げる人員の食料品や飲料水などを計画

的に備蓄するとともに、一時保管場所として使

用している旧河俣小学校の備蓄品等を保管する

備蓄倉庫を新設することといたしております。 

 最後に、市民の皆様の防災意識のさらなる向

上や自主防災組織の強化、地域の防災力の向上

に、特に努めてまいります。 

 中でも、自主防災会組織活動の活性化、及び

災害対応力の向上を図ることを目的として、地

域の防災リーダーを育成することとしていま

す。令和元年度から、自主防災リーダー育成研

修会を実施しており、研修会の受講者が地域に

おける防災リーダーとして、避難所開設、運営

等への協力や、災害時における応急・救助活動

などを行っていただく仕組みづくりに引き続き

取り組んでまいります。 

 また、地域における防災訓練や出前講座の開

催など、できるだけ地域に出向きながら、きめ

細やかな指導や啓発活動、協力要請などを行っ

てまいります。 

 以上、消防費の総括といたします。 

 引き続き、予算の詳細につきまして、山田総

括審議員兼次長が説明をいたします。 

○総括審議員兼総務企画部次長（山田純子

君） 総務企画部の山田です。 

 令和２年度八代市一般会計予算書のうち、歳

出の消防費について、説明をさせていただきま

す。着座にて、よろしいでしょうか。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

○総括審議員兼総務企画部次長（山田純子

君） 失礼します。 

 一般会計予算書の１０２ページをお願いいた

します。 

 款８・消防費、項１・消防費、目１・常備消

防費は１８億３３７０万９０００円を計上して

います。これは、広域行政事務組合負担金事業

で、八代広域行政事務組合の通常消防運営経費

１８億５１６万８０００円のほか、日奈久分

署、氷川分署の関係費用と新開消防署の建設に

伴う負担金などとなっております。前年度に比

べ１３７６万８０００円の増となっております

が、これは、鏡消防署氷川分署の元金償還分の

負担金の増が主な要因です。 

 特定財源としまして、県支出金１６万７００

０円、その他として火薬類取締事務手数料１１

万２０００円があります。 

 次に、目２・非常備消防費で２億８５１１万

２０００円を計上しております。 

 まず、説明欄の消防操法大会等事業１７１万
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７０００円は、出初め式の経費７５万５０００

円と、玉名市で開催される男性の県の操法大会

経費９６万２０００円でございます。 

 次の消防団育成及び消防団員教育事業６４７

万６０００円は、消防団７３分団の運営費補助

１９４万２０００円、年末警戒補助金２３４万

円、消防団幹部先進地研修９４万８０００円が

主なものです。 

 次の消防団活動事業１億９４０７万３０００

円は、消防団員２４００名の報酬６３８４万５

０００円、退職報償金掛金４８００万円、退職

報償金５２５３万５０００円、出動手当１３７

２万５０００円が主なものでございます。 

 次の消防団整備事業８２８４万６０００円

は、小型ポンプ積載普通車３台、軽自動車４台

分で３７３８万７０００円、小型動力ポンプ７

台で１１１２万３０００円、平成３０年度から

３カ年計画で全消防団員への配備を進めており

ます新基準の活動服１９１３万２０００円、団

員半長靴１３０足分、１３３万４０００円のほ

か、新たに泉方面隊に山間地域の消防力の強化

のため、オフロードバイク２台分、１５０万円

が主なものです。 

 特定財源として、県支出金で、球磨川水系防

災・減災ソフト対策等補助金など３６５７万７

０００円、市債で、過疎債７５０万円、緊急防

災減災債１９８０万円、合計２７３０万円、そ

の他で、消防団員退職報償金５２５３万５００

０円などで、５５１５万２０００円となってお

ります。 

 １０３ページをお願いいたします。 

 次に、目３の消防施設費で３２０２万１００

０円を計上しています。これは、消防施設整備

事業としまして、防火水槽新設１０３９万５０

００円、消防格納庫建替３カ所分９６２万７０

００円、屋外消火栓ホース等格納箱１５０万

円、消火栓負担金８０５万８０００円が主なも

のです。前年度に比べ９９３万３０００円の増

となっておりますが、これは防火水槽新設工事

が主な要因となっております。 

 特定財源としまして、市債で、過疎債６９０

万円、緊急防災減災事業債１６７０万円の、合

計２３６０万円となっております。 

 次に、目４・防災管理費で９億５８１９万７

０００円を計上しております。 

 説明欄の上から三つ目、防災訓練事業１８８

万４０００円は、総合防災訓練費用１７０万７

０００円と、住民参加型防災訓練１０万７００

０円でございます。 

 次の防災対策事業１６４６万８０００円は、

平成３０年度から３カ年計画で整備を進めてお

ります市職員用防災服の整備費用で、５１４万

８０００円、Ｊアラート設備機器更新業務委託

３３０万円、ウエブ版防災マップの県管理河川

データの追加などの業務委託１８４万８０００

円、テレビデータ放送放送料金１１８万８００

０円、八代市総合防災マップ校区版の修正、増

刷業務委託１０２万３０００円などでございま

す。 

 次の防災行政無線整備事業９億１９１３万２

０００円は、保守点検業務委託６３２万円、防

災無線電話料３９１万６０００円、防災無線等

電波利用負担金２１６万７０００円のほか、令

和元年度から２カ年計画で整備を進めておりま

す、新たな防災行政情報通信システムの整備委

託費９億円が主なものです。 

 なお、整備委託費につきましては、令和元年

予算の６億１１００万円を繰越し、総額１５億

１１００万円を予定しております。 

 次に、避難行動要支援者関係事業の健康福祉

政策課分５４万５０００円は、高齢者や障害者

の方など、災害時の避難において支援を必要と

する方の名簿である避難行動要支援者名簿の作

成・管理を行う経費です。また、危機管理課分

４６万２０００円は、地域福祉基金活用事業

で、避難行動要支援者システムの保守料となっ
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ております。 

 次の災害時用備蓄資材整備事業１６２６万８

０００円は、備蓄消耗品５５０万円、避難所備

蓄資機材の３００万円、防災備蓄倉庫設置７４

６万８０００円が主なものです。 

 防災備蓄倉庫の設置に関しましては、現在水

や日用品等の比較的大きな物の一時的な保管場

所として、東陽の旧河俣小学校体育館に備蓄し

ておりますが、災害時のリスク分担などの観点

から、新たに整備する経費を計上しておりま

す。 

 特定財源として、県支出金、球磨川水系防災

減災ソフト対策等補助金６０９万６０００円、

市債で、緊急防災減災事業債９億円、その他

で、基金繰入金２２１１万２０００円となって

おります。 

 以上で説明を終わります。御審議よろしくお

願いいたします。 

○委員長（橋本幸一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 広域行政の負担金事業

の件でお尋ねをしたいと思いますが、総額で上

げてはありますけど、予算の概要の調書の中に

ですね、それぞれ個別で、日奈久分署と氷川分

署と新開分署の関係費負担金というので、分け

てあるんですよね。それは、何を指して、関係

費負担金なのかというのについて教えてくださ

い。 

○危機管理課消防防災係長（稲崎敬文君） 消

防防災係、稲崎です。 

 予算の詳細というか、割り振りなんですけれ

ども、権限移譲事務負担で６万７０００円、通

常消防分ということで１８億５１６万８０００

円、日奈久分署関係費が１３４１万５０００

円、氷川分署関係費が１４４０万４０００円、

新開分署用地負担というところで６５万５００

０円というふうになっております。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） それは何の関係費なん

ですかという、個別に、わざわざ。 

○総括審議員兼総務企画部次長（山田純子

君） 失礼いたしました。日奈久分署関係費、

氷川分署関係費、あと新開分署の関係経費です

が、それぞれ建設に伴う起債の償還費になって

おります。（委員堀徹男君「はい、ありがとう

ございました」と呼ぶ） 

○委員（太田広則君） １０２ページの消防団

整備事業８２８４万６０００円の中に、泉地区

にオフロードバイク２台、これは私の記憶で

は、合併当初の、当時の市長が２台、もう１５

年ぐらいも前だと思うんですが、あれからする

と、更新になるのか、それとも全く新たに買換

えるのか。新規ですから、買うんでしょうけ

ど、八代市には、もっとほかにも山間部ありま

すけど、オフロードバイクの数も含めて、状況

を含めて確認したいんですが。 

○危機管理課長（廣兼和久君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）危機管理課の

廣兼でございます。よろしくお願いします。 

 オフロードバイクにつきましてはですね、市

のほうは、今ゼロ台ということなんですが、消

防のほうにですね、３台ございます。市のほう

は、今ゼロということなんですが、今回新たに

市のほうで購入するということになっておりま

して、泉の方面隊のほうに２台配備をすること

になります。（委員太田広則君「わかりまし

た。了解です」と呼ぶ） 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。 

○委員（堀 徹男君） そのオフロードバイク

をですね、どこに置いて、誰が、どんな運用の

仕方をするのかというまで教えていただけます

か。 

○危機管理課長（廣兼和久君） オフロードバ

イクにつきましてはですね、設置場所は、泉支

所の一部ということになりまして、管理をする
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のは、消防団のほうで管理をしていただくとい

うことになります。 

○委員長（橋本幸一君） よろしいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。 

○委員（中村和美君） 消防団が管理するとい

うことは、そのためのテクニックが必要だと思

うとですが、どういう考えで。 

○危機管理課長（廣兼和久君） テクニックと

しましてはですね、今、２５０ｃｃのバイクに

なりますので、中型免許以上が必要になってく

るということになりまして、泉方面隊のほうで

ですね、５名ほどですね、これに乗って活動が

できますということを伺っております。 

 もちろんテクニックが必要になってきますの

で、広域消防のほうのですね、指導者に指導し

ていただきながらですね、することと、あと、

ＨＳＲ九州というのが、大津にございますが、

そちらのほうでですね、練習をしていただくと

いうことも考えております。 

○委員長（橋本幸一君） よろしいですか。ほ

かに。 

○委員（堀 徹男君） 防災対策事業について

お伺いします。 

 防災士養成の支援の助成金とかをですね、出

していただいて、取り組まれていると思うんで

すけれども、これまでに何人ぐらい受講してい

ただいて、資格をとられたのか。それとまた、

今年度ですね、どれぐらいの見込みがあられる

のかというのを、まず、お伺いしたいと思いま

す。 

○総務企画審議員（緒方 浩君） 皆さん、こ

んにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）緒

方でございます。 

 堀委員さん御質問いただきました、防災士の

補助につきましてですね、令和元年度、１２名

の方が受講いただきまして、１０名の方が合格

されております。 

 今、八代市内に防災士の方々がですね、現在

１５９名登録されているという状況でございま

す。 

 今後も、来年度につきましても、大体同様な

形で、市民の皆様方に、多くの皆様方に募集を

募りまして、受講いただきますよう啓発を図っ

ていきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（橋本幸一君） よろしいですか。ほ

かに。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見があったらお願いいたします。 

○委員（中村和美君） 先ほどの件ですけど、

とにかくオートバイ、危ないですからね、十分

なる講習と技術を習得してやっていただかん

と、もし、万が一事故を起こしてちゅうか、自

損事故でですね、体でも動かれんというような

ことがないように、十分指導していただくよう

にお願いしておきたいと思います。 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。 

○委員（堀 徹男君） 最後にお尋ねした防災

士等のですね、育成支援等の事業なんですけれ

ども、せっかくですね、公費負担、一部ではあ

りますが、公費を負担して育成されるというこ

とで、今後はてすね、それを組織化して、各校

区あたりにですね、しっかり位置づけをして、

フィードバックできていくような仕組みづくり

も含めてですね、御検討いただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第５号・令和２年度八代市一般会計予算

中、当委員会関係分については、原案のとおり
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決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（橋本幸一君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第４３号・令和２年度八代市一般会計補

正予算・第１号（関係分） 

○委員長（橋本幸一君） 次に、議案第４３

号・令和２年度八代市一般会計補正予算・第１

号中、当委員会関係分を議題とし、説明を求め

ます。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） 引き続き着座に

て、説明させていただきます。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） それでは、別冊

となっております３月定例会議案書その２をお

願いいたします。 

 議案第４３号・令和２年度八代市一般会計補

正予算・第１号でございます。総務委員会付託

分について、御説明いたします。 

 ９ページをお願いいたします。 

 まず、第１条、歳入歳出予算の補正でござい

ますが、歳入歳出それぞれ３３８０万円を追加

し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ６０２億

３２９０万円といたしております。 

 続きまして、歳入を説明いたします。１４ペ

ージをお願いいたします。 

 款１５・県支出金、項２・県補助金、目４・

農林水産業費県補助金、節１・農業費補助金で

７６５万７０００円を計上しておりますが、こ

れは、新型コロナウイルス対策経営安定資金利

子補給事業に対して補助されるものでございま

す。 

 次の款１８・繰入金、項１・基金繰入金、目

１５、節１・財政調整基金繰入金では２６１４

万３０００円を計上しております。これは、地

方財政法第４条の４第２号にありますように、

災害により生じた経費の財源に、財政調整基金

を使うことができることとなっておりますの

で、先ほど説明しました県補助金を差し引き

後、収支を図るために必要な金額を繰り入れる

ものでございます。この結果、財政調整基金の

令和２年度末残高は約２３億２７００万円とな

る見込みでございます。 

 今回、財政調整基金を取崩しての対応となり

ますが、国の財政措置等動向を注視し、今後の

財政運営に支障を及ぼさないように取り組んで

まいります。 

 以上が歳入の説明でございますが、総務委員

会に付託されました歳出はございませんので、

これで説明を終わります。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

○委員長（橋本幸一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第４３号・令和２年度八代市一般会計補

正予算・第１号中、当委員会関係分について

は、原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（橋本幸一君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１１号・令和元年度八代市ケーブルテ

レビ事業特別会計予算 

○委員長（橋本幸一君） 次に、議案第１１

号・令和２年度八代市ケーブルテレビ事業特別

会計予算を議題とし、説明を求めます。 
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○総務企画部長（松村 浩君） 総務企画部で

ございます。 

 議案第１１号・令和２年度八代市ケーブルテ

レビ事業特別会計予算につきまして、まず、私

のほうから総括をさせていただきます。座りま

して説明をさせていただきます。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

○総務企画部長（松村 浩君） 本市のケーブ

ルテレビ事業は、坂本、東陽、泉地域における

テレビの難視聴対策、及び地域間の情報格差是

正を目的に、平成１６年度から平成１８年度に

かけて順次整備を行い、令和２年度でサービス

開始から１７年目を迎えます。 

 本事業の運営については、平成２８年度から

指定管理者制度へ移行しており、平成３１年度

から３年間の指定管理者委託を、引き続きテレ

ビやつしろ株式会社に行っております。 

 本事業における大きな課題は、サービス開始

から１７年がたち、施設設備や伝送路が老朽化

しておりますことから、設備の更新時期を迎え

ていること、また、昨今のインターネットサー

ビスの超高速化、大容量化への対応が遅れてい

ることなどが挙げられます。 

 このような中、令和元年度より、市内全域に

おける光ブロードバンド通信網の整備に取り組

んでおり、令和４年度には、ケーブルテレビ事

業によりインターネットサービスを提供してい

る全ての地域においても、民間事業者による光

回線を利用した高速インターネットサービスの

利用ができるようになります。 

 このようなことを踏まえ、今後、老朽化した

ケーブルテレビ施設の設備更新について、整備

される光回線網の活用なども念頭に入れなが

ら、ケーブルテレビを利用されている山間地域

の皆様にとって、最も適した方法を検討してい

きたいと考えております。 

 以上、総括とし、詳細につきましては、早木

情報政策課長より説明します。 

○情報政策課長（早木浩二君） ただいま、総

務企画部長から総括説明をいたしましたので、

私のほうから詳細を説明させていただきます。

よろしくお願いを申し上げます。着座にて説明

させていただきます。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

○情報政策課長（早木浩二君） それでは、令

和２年度八代市特別会計予算書の１３９ページ

をお願いいたします。 

 令和２年度八代市ケーブルテレビ事業特別会

計予算でございます。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出

それぞれ２２６７万円と定めています。詳細に

つきましては、歳入から順に説明させていただ

きます。 

 少しページが飛びまして、１４４ページをお

願いいたします。 

 ２、歳入、款１・分担金及び負担金、項１、

目１・分担金３万９０００円は、平成２３年度

に新規にケーブルテレビを引き込まれた事業所

１件の過年度分の受益者分担金でございます。 

 次に、款２・使用料及び手数料、項１、目

１・使用料、節１・ケーブルテレビ使用料１４

万３０００円と、節２・インターネット使用料

７万９０００円は、いずれも過年度分の使用料

でございます。 

 続きまして、１４５ページをお願いいたしま

す。 

 款２・使用料及び手数料、項２、目１・手数

料、節１・督促手数料７０００円でございま

す。 

 次に、款３・財産収入、項１・財産運用収

入、目１・財産貸付収入、節１・土地建物貸付

収入の６９万９０００円は、携帯電話事業者に

対し、携帯電話基地局用に伝送路の一部を貸付

けをしているものでございます。 

 款４・繰入金、項１、目１、節１・一般会計

繰入金では、昨年と同額の２１７０万円を計上
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いたしております。 

 続きまして、１４６ページをお願いいたしま

す。 

 款５・繰越金の項１、目１・繰越金、款６・

諸収入の項１・延滞金加算金及び過料、目１・

延滞金と、項２・雑入、目１・雑入では、それ

ぞれ１０００円ずつを計上いたしております。 

 引き続き、歳出について御説明をいたしま

す。１４７ページをお願いいたします。 

 款１、項１・ケーブルテレビ事業費、目１・

一般管理費の１８万４０００円は、ケーブルテ

レビ事務事業で、管理運営審議会及び放送番組

審議会の開催経費等でございます。 

 次の目２・施設維持管理費の節１０・需用費

６００万円は、設備、機器及び伝送路等の修繕

費で、節１２・委託料の４８７万１０００円

は、平成３１年度、すなわち令和元年度から３

年間の指定管理委託を行っておりますテレビや

つしろ株式会社への令和２年度分の指定管理委

託料でございます。 

 次に、款２、項１・公債費の目１・元金１１

５３万１０００円、目２・利子８万４０００円

は、平成２６年度インターネット通信関連機器

の更改に係る施設整備事業債、及び平成２７年

度台風１５号に伴います災害復旧事業債の償還

に係るものでございます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願い申し上げます。 

○委員長（橋本幸一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１１号・令和２年度八代市ケーブルテ

レビ事業特別会計予算については、原案のとお

り決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（橋本幸一君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第１８号・専決処分の報告及び承認につ

いて（令和元年度八代市一般会計補正予算・第

１０号（関係分）） 

○委員長（橋本幸一君） 次に、事件議案の審

査に入ります。 

 議案第１８号・令和元年度八代市一般会計補

正予算・第１０号中、当委員会関係分に係る専

決処分の報告及びその承認についてを議題と

し、説明を求めます。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） 引き続き着座に

て、説明させていただきます。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） 議案書の１ペー

ジをお願いいたします。 

 議案第１８号・専決処分の報告及びその承認

についてでございます。 

 内容は、令和元年度八代市一般会計補正予算

書・第１０号で、１２月定例会後に、訴訟事務

に伴う債務負担行為の追加など、早急な対応を

行う必要から、令和２年１月１５日に専決処分

を行ったものでございます。 

 総務委員会付託分について説明いたします。 

 それでは、５ページをお願いいたします。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございます

が、歳入歳出それぞれ１１９万６０００円を追

加し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ６５３

億３６５４万９０００円といたしております。 

 また、第２条では、債務負担行為の補正をお

願いしておりますが、内容につきましては、６

ページの表で説明いたします。 
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 それでは、６ページをお願いいたします。 

 下段の第２表、債務負担行為補正の１、追加

でございますが、訴訟事務委託（社会福祉法人

理事選任処分取消請求訴訟業務委託）としまし

て、期間を令和元年度から訴訟契約終了年度ま

で、限度額を訴訟契約により決定した額に設定

いたしております。 

 これは、市内の社会福祉法人龍峯会の資産を

私的流用したなどとして、理事が辞任したこと

を受け、本市の職権により選任した一時理事７

人を含む理事会によって、理事長職を解職され

た男性より、市に対して、一時理事を選任した

市の処分の取消しを求めて、熊本地方裁判所へ

提訴され、令和元年１２月２７日に訴状が届き

ましたことから、裁判を通して、本市が行った

処分の正当性を主張するために、訴訟の結審ま

でにかかる経費について債務負担行為の設定を

行っております。 

 続きまして、歳入を説明いたします。１０ペ

ージをお願いいたします。 

 款１１、項１、目１、節１・地方交付税で１

１９万６０００円を計上しております。これ

は、今回の補正予算の一般財源でございます。 

 以上が歳入の説明でございますが、総務委員

会に付託されました歳出はございませんので、

これで説明を終わります。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

○委員長（橋本幸一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１８号・令和元年度八代市一般会計補

正予算・第１０号中、当委員会関係分に係る専

決処分の報告及びその承認については、承認す

るに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（橋本幸一君） 挙手全員と認め、本

件は承認されました。 

                              

◎議案第１９号・八代市過疎地域自立促進計画

の変更について 

○委員長（橋本幸一君） 次に、議案第１９

号・八代市過疎地域自立促進計画の変更につい

てを議題とし、説明を求めます。 

○理事兼企画政策課長（福本桂三君） 企画政

策課の福本です。着座にて説明させていただき

ます。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

○理事兼企画政策課長（福本桂三君） それで

は、議案第１９号・八代市過疎地域自立促進計

画の変更について、御説明いたします。 

 お配りしております、資料１、八代市過疎地

域自立促進計画の変更についてを御覧くださ

い。 

 まず初めに、過疎地域自立促進計画とはの項

目でございます。過疎地域自立促進計画は、過

疎地域の要件を満たす市町村が、過疎地域自立

促進特別措置法の規定によりまして定めること

ができる計画となります。 

 過疎地域自立促進計画に基づきまして、実施

する事業では、国庫補助金の補助率のかさ上げ

や、税制の特例措置、さらに過疎対策事業債の

発行が認められているところでございます。 

 本市におきましては、旧坂本村、旧東陽村、

旧泉村が過疎地域の指定を受けております。 

 また、計画期間は、平成２８年度から令和２

年度までの５年間となっております。 

 次に、議案として提案する理由でございま

す。過疎計画の変更には、国が定める変更手続

としまして、軽微な変更と大きな変更の２種類
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の変更がございます。 

 軽微な変更に該当する場合は、県への事前相

談のみで変更が可能となっております。しか

し、大きな変更に該当する場合は、県への協

議、市議会での議決、さらに３大臣、総務大

臣、農林水産大臣、国土交通大臣への報告が必

要とされております。 

 今回の計画変更につきまして、大きな変更に

該当しますことから、議会の議決を経る必要が

あり、提案させていただいているところでござ

います。 

 次に、大きな変更とはの項目でございます。

大きな変更の具体的な内容でございます。 

 資料２を御覧ください。八代市過疎地域自立

促進計画の３３ページを御覧ください。 

 今回、議決をいただく部分は、黄色で網かけ

をしております。３３ページでございます。 

 事業内容に保育所等施設整備補助、また、事

業主体に社会福祉法人を追加するという部分に

なります。 

 事業内容と事業主体を追加することに関しま

しては、計画の大きな変更には該当しません

が、当該事業の追加によりまして、過疎計画の

事業費に増額が生じることから、大きな変更の

要件に該当するものでございます。 

 それでは、この事業費の増額について、御説

明いたします。 

 資料２の八代市過疎地域自立促進計画の４３

ページを御覧ください。 

 計画の参考資料となる事業計画になります。 

 ４８ページをお開きください。 

 黄色の網かけの部分が、今回追加箇所になり

ます。４８ページでございます。 

 今回、保育所等施設整備補助の概算事業費１

億２９１２万円を追加したことによりまして、

大項目４、高齢者等の保健及び福祉の向上及び

増進の小計が１億５８８７万７０００円となり

ます。 

 国が定める計画変更の手続では、この小計の

部分の増減割合が２割を超える場合には、大き

な変更に該当するとされております。今回の増

減割合は４００％を超える増額となりますこと

から、２割以上の増額となりますので、大きな

変更に該当し、市議会の議決をいただく必要が

ございます。 

 それでは、戻りまして、資料１、八代市過疎

地域自立促進計画の変更についてにお戻りくだ

さい。 

 項目、追加する事業概要でございます。追加

する事業概要は、先ほど述べたとおりです。 

 次に、事業を追加することによる優遇措置で

ございます。今回計画に事業を追加することに

よりまして、２つの優遇措置が受けることがで

きます。 

 １つ目が、国庫補助率のかさ上げでございま

す。来年度、市内過疎地域の私立の保育所にお

きまして、施設の改築が計画されておりまし

て、本市では、国庫補助である保育所等施設整

備補助金の申請を行う予定でございます。 

 この国庫補助の申請につきましては、過疎計

画に対象となる事業を掲載している場合には、

補助率のかさ上げを受けることができ、整備す

る法人の財政負担の軽減につながるものでござ

います。 

 なお、国庫補助の補助率は、通常国庫基準額

の１０分の５でございますが、かさ上げがござ

いますと、１０分の５.５になります。 

 次に、２つ目の優遇措置としまして、過疎対

策事業債の活用が可能となります。国からの補

助に加え、市も一部補助を行う必要がございま

して、過疎計画に対象となる事業を掲げている

ことで、市の負担の財源に、過疎対策事業債を

活用することができます。 

 過疎対策事業債は充当率１００％で、交付税

措置７０％と、非常に有利な地方債でございま

すので、過疎対策事業債を活用したいと考えて
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いるところでございます。 

 このように、優遇措置は、過疎計画に当事業

が掲載されていることが要件となりますことか

ら、計画変更を行うものでございます。 

 保育所等施設整備費の予算計上につきまして

は、国からの内示があり次第、担当部署より別

途御提案させていただく予定としております。 

 以上が提案理由となります。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（橋本幸一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１９号・八代市過疎地域自立促進計画

の変更については、可決するに賛成の方の挙手

を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（橋本幸一君） 挙手全員と認め、本

件は可決されました。（｢ありがとうございま

した」と呼ぶ者あり） 

 執行部入れ替えのため小会いたします。 

（午後２時４０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時４１分 本会） 

◎議案第２２号・八代市職員の分限に関する手

続及び効果に関する条例等の一部改正について 

○委員長（橋本幸一君） 本会に戻します。 

 次に、条例議案の審査に入ります。 

 議案第２２号・八代市職員の分限に関する手

続及び効果に関する条例等の一部改正について

を議題とし、説明を求めます。 

○人事課長（濱田浩介君） 皆さん、こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）人事課の

濱田でございます。本日はどうぞよろしくお願

いいたします。 

 それでは、議案第２２号・八代市職員の分限

に関する手続及び効果に関する条例等の一部改

正について、御説明させていただきます。着座

にて説明させていただきます。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

○人事課長（濱田浩介君） 議案書は２１ペー

ジからになります。配付資料の１ページ目の議

案第２２号関係資料を用いまして説明させてい

ただきます。 

 まず、１の改正の趣旨を御覧ください。 

 改正の趣旨につきましては、地方公務員法の

規定により、人事評価の結果を、任用、給与、

分限、その他の人事管理の基礎として活用しな

ければならないとされているため、所要の改正

を行うものでございます。 

 次に、２、主な改正内容を御覧ください。３

つの条例について、主な改正点を説明いたしま

す。 

 まず、（１）八代市職員の分限に関する手続

及び効果に関する条例の主な改正点の１つ目

は、条例の名称の改正です。これは、手続及び

効果以外の事項についても、今回新たに規定し

ますことから、条例の名称中、手続及び効果に

関するを削除し、八代市職員の分限に関する条

例に改称するものです。 

 ２つ目は、降号、降格、降任及び免職の条件

等の新設であります。今回、条例に、新たに勤

務実績のよくない職員に対する降号、降格、降

任及び免職の条件等を規定するものです。 

 枠囲いのほうに、条例に規定しております分

限を行うための条件等を３つに区分して記載し

ております。 

 まず、条件の１点目は、①人事評価等に基づ

き勤務実績がよくない場合で、運用において

は、人事評価の評価区分Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの
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５段階評価のうち、Ｄまたは２年連続Ｃ以下を

対象とする予定であります。 

 条件の２点目は、②指導その他の市長が定め

る措置を行うことであり、業務を通じた改善指

導、職員の態様に応じた個別研修等を実施する

改善措置を行うことを条件とするものです。 

 この措置を行ったにもかかわらず、条件の３

点目、③勤務実績が不良なことが明らかなと

き、勤務実績がよくない状態が改善されないと

きに該当する場合が分限の対象となり、この運

用に当たっては、改善措置後に改善の状態等を

総合的に判断することとしております。 

 次に、２つ目の条例ですが、（２）八代市一

般職の職員の給与に関する条例についてです

が、主な改正点の１つ目は、勤務成績の期間の

変更です。これは、人事評価を昇給に反映させ

るため、条例中の勤務成績の基準期間を変更す

るものです。具体的には、現行の条例及び規則

において、前年の１月１日から１２月３１日ま

でとしている基準期間を、人事評価の評価期間

に合わせまして、前年度の４月１日から３月３

１日までとするものです。 

 改正点の２つ目は、５５歳超の職員の昇給停

止であります。これは、５５歳を超える職員の

昇給は、勤務成績が特に良好、または極めて良

好の場合のみ行い、標準の成績以下の場合は昇

給しないことを規定するもので、国家公務員の

取扱いに準拠したものでございます。 

 次に、（３）八代市技能労務職員の給与の種

類及び基準を定める条例については、人事評価

結果を勤勉手当に反映させることについて、令

和元年の６月期から既に実施しているところで

ありますが、この取扱いを条例上も明確化する

ために改正を行うものです。 

 最後に、３、施行日につきましては、令和２

年４月１日とし、職員への周知期間を設ける必

要があることから、令和２年度の人事評価結果

から活用することとしております。 

 説明につきましては、以上でございます。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（橋本幸一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（橋本徳一郎君） 教えてもらいたいん

ですが、人事評価の方法というのは、どういっ

た形になるんですか。 

○人事課長（濱田浩介君） 人事評価には、能

力評価と業績評価とございまして、業績評価に

つきましては、期首、年度当初にですね、目標

設定をしまして、それを達成できたかどうかと

いうのを、中間面談とかをしながらですね、進

捗をずっと管理していって、最後に期末面談ま

でして、どうであったかというのを評価するも

のが、一つが業績評価です。 

 あと能力評価というのは、積極性だとかです

ね、そういった一般的な業務じゃなくて、一般

的な職員の能力を評価するものがあって、その

２本立てで人事評価というのを行っています。 

○委員（橋本徳一郎君） 評価については、何

かめどになるようなシートとか、そういったも

のがあるということですか。 

○人事課長（濱田浩介君） 職階ごとにです

ね、評価シートをつくっておりまして、それに

基づいて評価を行っております。（委員橋本徳

一郎君「はい、わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（橋本幸一君） よろしいですか。ほ

かに。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（橋本徳一郎君） 面接とか、評価に関

する部分で、直接給与に影響するということで

すので、その辺のしっかりとした運用をです

ね、していただきたいというのが正直なところ

です。ぜひ、その人の分の収入だけではなくて
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ですね、その部分の成長なんかも含めて、しっ

かり考えていただきたいということです。 

 以上です。 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２２号・八代市職員の分限に関する手

続及び効果に関する条例等の一部改正について

は、原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（橋本幸一君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第２３号・八代市一般職の職員の給与に

関する条例の一部改正について 

○委員長（橋本幸一君） 次に、議案第２３

号・八代市一般職の職員の給与に関する条例の

一部改正についてを議題とし、説明を求めま

す。 

○人事課長（濱田浩介君） それでは、続きま

して、議案第２３号・八代市一般職の職員の給

与に関する条例の一部改正について、御説明い

たします。 

 議案書は、２５ページからになります。配付

資料の７ページの議案第２３号関係資料を用い

て説明いたします。 

 まず、１、改正の趣旨を御覧ください。今回

の改正につきましては、本市から派遣している

職員の有料宿舎使用料に係る住宅手当の取扱い

についてでございます。 

 現在、４名の職員を県外へ派遣しております

が、宿舎の使用料については、市で宿舎の借上

げを行い、原則、国の有料宿舎使用料の算定に

沿って、本人から使用料を徴収しているところ

でございます。 

 ただし、熊本県市長会東京事務所におきまし

ては、当該職員の実質的な負担がない規定とな

っていますことから、派遣職員間での均衡を図

るため、その取扱いについて改正するものでご

ざいます。 

 次に、資料の２、改正の内容を御覧くださ

い。 

 熊本県市長会東京事務所への派遣職員におき

ましては、熊本県市長会で貸与している宿舎に

対して、使用料が徴収されておりますが、本市

の規定においては、当該事務所の派遣職員にお

いてのみ、有料宿舎使用料に相当する額を住居

手当として支給する取扱いとなっております。

そのため、住居手当の支給対象職員の要件のう

ち、市長会東京事務所に係る有料宿舎使用料に

関する要件を削除するものでございます。 

 最後に、施行日につきましては、令和２年４

月１日としております。 

 説明につきましては、以上でございます。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（橋本幸一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２３号・八代市一般職の職員の給与に

関する条例の一部改正については、原案のとお

り決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（橋本幸一君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第２４号・議会の議員その他非常勤の職

員の公務災害補償等に関する条例及び地方公務
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員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整備等に関する条例の一部

改正について 

○委員長（橋本幸一君） 次に、議案第２４

号・議会の議員その他非常勤の職員の公務災害

補償等に関する条例及び地方公務員法及び地方

自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整備等に関する条例の一部改正について

を議題とし、説明を求めます。 

○人事課長（濱田浩介君） 続きまして、議案

第２４号・議会の議員その他非常勤の職員の公

務災害補償等に関する条例及び地方公務員法及

び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整備等に関する条例の一部改正に

ついて、御説明させていただきます。 

 議案書は２７ページからになります。配付資

料の１０ページの議案第２４号関係資料を用い

まして説明させていただきます。 

 まず、１の改正の趣旨を御覧ください。令和

２年度から会計年度任用職員制度の導入に伴

い、地方公務員法に掲げるフルタイム会計年度

任用職員につきましては、地方自治法が改正さ

れ、常勤職員と同様に、給料、手当及び旅費が

支給されることとなりました。これに伴い、給

料を支給される職員の補償基礎額については、

常勤職員の公務災害補償に係る平均給与額の例

によることとする規定を新たに整備するもので

ございます。 

 次に、２、改正の内容を御覧ください。２つ

の条例について、主な改正点を説明いたしま

す。 

 まず、１つ目は、（１）議会の議員その他非

常勤の職員の公務災害補償等に関する条例です

が、フルタイムの会計年度任用職員には給料を

支給するため、補償基礎額に給料を支給される

職員を追加し、常勤の職員の公務災害補償に係

る平均給与額の規定に準ずることとする規定を

整備するものでございます。 

○委員長（橋本幸一君） 以上ですか。（人事

課長濱田浩介君「すみません、ちょっと」と呼

ぶ） 

 ちょっと小会しましょう。 

（午後２時５３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時５４分 本会） 

○委員長（橋本幸一君） 本会に戻します。 

○人事課長（濱田浩介君） それでは、続きま

して、（２）地方公務員法及び地方自治法の一

部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備

等に関する条例についてでございますが、この

案件につきましては、（１）でありました、議

会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に

関する条例につきましては、昨年の９月議会に

おいて、一旦改正を行っておりましたが、改正

の内容が異なってましたので、改めて、今回

（１）、先ほど説明した内容に改正し直すもの

で、その際、９月に一旦改正したものをなかっ

たものとする、削除させていただくものでござ

います。 

 説明につきましては、以上でございます。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（橋本幸一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２４号・議会の議員その他非常勤の職

員の公務災害補償等に関する条例及び地方公務

員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整備等に関する条例の一部

改正については、原案のとおり決するに賛成の
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方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（橋本幸一君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第２５号・八代市一般職の任期付職員の

採用等に関する条例の一部改正について 

○委員長（橋本幸一君） 次に、議案第２５

号・八代市一般職の任期付職員の採用等に関す

る条例の一部改正についてを議題とし、説明を

求めます。 

○人事課長（濱田浩介君） 続きまして、議案

第２５号・八代市一般職の任期付職員の採用等

に関する条例の改正について、御説明いたしま

す。 

 議案書は２９ページからになります。配付資

料の１２ページの議案第２５号関係資料を用い

まして説明させていただきます。 

 まず、１、改正の趣旨を御覧ください。八代

市一般職の任期付職員のうち、任期付短時間勤

務職員に対しまして支給される手当について、

国の制度内容に準じて、関係条文の改正を行う

ものです。 

 次に、２、改正の主な内容ですが、任期付短

時間勤務職員に対して支給される手当につい

て、国の運用に合わせて、特例的に支給される

地域手当を支給対象から除外し、また、これま

で適用除外としていた単身赴任手当の支給を適

用するというものでございます。 

 最後に、施行日につきましては、令和２年４

月１日としております。 

 説明につきましては、以上でございます。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（橋本幸一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２５号・八代市一般職の任期付職員の

採用等に関する条例の一部改正については、原

案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（橋本幸一君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 それでは、しばらく休憩いたします。 

（午後２時５７分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時１０分 開議） 

◎議案第２６号・八代市固定資産評価審査委員

会条例の一部改正について 

○委員長（橋本幸一君） 本会に戻します。 

 次に、議案第２６号・八代市固定資産評価審

査委員会条例の一部改正についてを議題とし、

説明を求めます。 

○文書統計課長（加来康弘君） 文書統計課、

加来でございます。よろしくお願いします。 

 議案第２６号・八代市固定資産評価審査委員

会条例の一部改正について、説明いたします。

座って説明させていただきます。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

○文書統計課長（加来康弘君） あらかじめお

配りしております資料で、右上に議案第２６号

関係と記載した資料により説明いたします。こ

ちらの１枚物の資料になります。 

 まず、１点目の改正の理由ですが、八代市固

定資産評価審査委員会条例において引用してお

ります行政手続等における情報通信の技術の利

用に関する法律が改正され、題名の改正、条項

の追加等が行われたことにより、条例を改正す

るものでございます。 
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 次に、２の改正内容ですが、新旧対照表の下

線部とおり、引用している法律の題名の改正、

引用条項のずれの修正、文言の整理を行ってお

ります。 

 最後に、３の施行日ですが、改正法が令和元

年１２月１６日に、既に施行されていますこと

から、公布の日から、条例のほうは施行いたし

ます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（橋本幸一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２６号・八代市固定資産評価審査委員

会条例の一部改正については、原案のとおり決

するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（橋本幸一君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第２７号・八代市印鑑条例の一部改正に

ついて 

○委員長（橋本幸一君） 次に、議案第２７

号・八代市印鑑条例の一部改正についてを議題

とし、説明を求めます。 

○市民課長（西田裕一君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）市民課の西田

と申します。 

 議案第２７号・八代市印鑑条例の一部改正に

ついて、説明させていただきます。座って説明

させていただいてよろしいでしょうか。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

○市民課長（西田裕一君） 議案書では、３３

ページと３４ページの部分でございますが、説

明は、事前にお配りしております資料により説

明させていただきます。議案第２７号と書かれ

た資料と新旧対照表、ございますでしょうか。 

 資料のほうを御覧いただけますでしょうか。 

 まず、１、改正理由でございますが、今回の

改正は、主に成年後見人制度に関するものでご

ざいます。 

 成年後見人制度は、認知症や知的障害などで

判断能力が不十分な人の日常生活を法的に保護

する仕組みでございますが、これまで、この成

年後見人制度を利用することで、資格・職種等

から欠格事項として一律に排除されているとい

う問題点が指摘されておりました。 

 令和元年６月７日に成立しました成年被後見

人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図る

ための関係法律の整備に関する法律、括弧内省

略いたします、により、成年被後見人等に係る

欠格事項、その他の権利の制限に係る措置の見

直しが行われ、成年被後見人であることを理由

に不当に差別されることなく、それぞれの資

格・職種等にふさわしい能力の有無を個別的、

実質的に審査し、判断するよう改められており

ます。 

 今回、印鑑登録事務におきましても、成年被

後見人になった場合の取扱いについて、印鑑登

録証明事務処理要領の一部が改正されたことに

伴い、八代市印鑑条例の一部を改正するもので

ございます。 

 次に、２、改正内容でございます。すみませ

ん、新旧対照表を御覧いただけますでしょう

か。 

 右側、現行欄の第２条第２項に規定しており

ます印鑑の登録を受けることができない者の条

件について、２号の成年被後見人を、左欄の改
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正案、２号意思能力を有しない者（前号に掲げ

る者を除く）へ変更するものでございます。 

 すみません、また資料にお戻りいただけます

でしょうか。 

 ２の改正内容、（１）上から４行目の米印の

改正後の登録の取扱いについてでございます

が、現行では、これまで成年被後見人の登記が

されたとき、その方に印鑑登録があった場合

は、条例に従って登録を抹消しておりました

が、改正後は、一旦印鑑登録を抹消した上で、

印鑑登録の手続について郵便で案内を行い、そ

の後、法定代理人が本人に同行され、再度、本

人から印鑑登録の申し出があり、意思能力があ

ると判断された場合は再登録できるとするもの

でございます。 

 なお、この取扱いは、総務省の通知のとおり

行うものでございます。 

 次に、改正内容の（２）でございます。大変

申し訳ありません、再度、新旧対照表を御覧い

ただけますでしょうか。 

 右欄の現行、第５条第３項の上から４行目に

あります、住民票の備考欄に記録されている

を、左欄の改正案、住民票の備考欄に記載に変

更し、以下、記載についての説明である括弧書

きの部分、（法第６条第３項の規定により、磁

気ディスク（これに準ずる方法により一定の事

項を確実に記録しておくことができるものを含

む。以下同じ。）をもって調製する住民票にあ

っては、記録。以下同じ。）がされているを追

記するものでございます。 

 あわせて、現行欄の第６条第１項第３号の記

載についての、同じ括弧書きの説明を、左欄の

改正案のとおり削除するものでございます。 

 なお、この部分は、印鑑登録証明事務処理要

領が成年被後見人の改正と併せて改正されたも

のでございますので、本市においても同様に条

例を改正するものでございます。 

 再度、資料にお戻りいただけますでしょう

か。 

 最後に、３、施行期日につきましては、公布

の日から施行するとしております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（橋本幸一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（堀 徹男君） すみません、１点ちょ

っと確認させてもらっていいですか。 

 条文の中のですね、何々のうち、非漢字圏の

外国人住民が住民票の備考欄に記録されている

が、これ、記載になるんでしょうけど、その下

の氏名の片仮名表記、または一部を組み合わせ

たもので表されている印鑑何々というのは、具

体的に言うと、どういうことですか。 

○市民課長補佐（竹下慎一君） 説明させてい

ただきます。 

 非漢字圏の外国人住民が印鑑登録を行う場合

においては、アルファベット等を使う、氏名の

ほうに表記されるということになりますけれど

も、その場合、氏名の表記を印鑑の場合では、

片仮名の表記、アルファベットを片仮名に置き

換えた表記で組み合わされた印鑑を使って登録

をされるということがあることから、このよう

な条文の組み立てになっております。 

 非漢字圏の外国人住民という表記が、アルフ

ァベットで書いてあるものが、それを片仮名で

書いたもの、それを印鑑に刻んであるというよ

うなものを、この条文で表記したということに

なります。 

○委員（堀 徹男君） 例えば、トムという片

仮名で印鑑を彫ったやつを登録するということ

ですか。 

○市民課長補佐（竹下慎一君） はい。トム

と、ＴＯＭと書いてあるものを、片仮名でトム

とか、平仮名でとむというような表記をして

も、その印鑑は、その方の名前を表記している
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ということで、登録ができるというようなもの

になります。ここの表記はですね。 

○委員（堀 徹男君） その記録が記載にかわ

るということは、何がどう変わるんですか。す

みません、なかなか……。 

○市民課長補佐（竹下慎一君） 記録、――こ

れは、先ほど課長が言いましたように、国の印

鑑登録証明事務処理要領の表記が変わったため

に、ほぼ同じものなんですけれども、これまで

記録と書いてあったものを記載というふうに、

処理要領が変わったものですから、それに合わ

せて変更したということになります。 

○委員（堀 徹男君） 記録と記載は同義語

で、全く意味は同じで、ただ表現が違うと。

（市民課長補佐竹下慎一君「表現が違うだけの

ことだと思います」と呼ぶ）はい、わかりまし

た。 

○委員長（橋本幸一君） よろしいですか。ほ

かに。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２７号・八代市印鑑条例の一部改正に

ついては、原案のとおり決するに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（橋本幸一君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

 次に、本委員会に付託となっている請願・陳

情はありませんが、郵送等にて届いております

要望書につきましては、写しをお手元に配付い

たしておりますので、御一読いただきたいと存

じます。 

 以上で付託されました案件の審査は全部終了

いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員会報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 異議なしと認め、そ

のように決しました。 

 執行部入れ替えのため小会いたします。 

（午後３時２２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時２３分 本会） 

◎所管事務調査 

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査 

○委員長（橋本幸一君） 本会に戻します。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 当委員会の所管事務調査は、行財政の運営に

関する諸問題の調査、総合計画の策定推進等に

関する諸問題の調査、以上の２件です。 

 このうち、行財政の運営に関する諸問題の調

査に関連して２件、執行部から発言の申し出が

あっておりますので、これを許します。 

                              

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

（八代市国土強靭化地域計画（案）について） 

○委員長（橋本幸一君） それでは、まず、八

代市国土強靭化地域計画（案）についてをお願

いいたします。 

○理事兼企画政策課長（福本桂三君） 企画政

策課の福本です。よろしくお願いします。着座

にて説明させていただきます。 

○委員長（橋本幸一君） どうぞ。 

○理事兼企画政策課長（福本桂三君） 八代市

国土強靭化地域計画（案）について、御説明い

たします。 
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 このたび、平成２５年１２月に公布・施行さ

れました、強くしなやかな国民生活の実現を図

るための防災・減災等に資する国土強靭化基本

法、いわゆる国土強靭化基本法に基づき、八代

市国土強靭化地域計画案を策定いたしました。 

 資料１、八代市国土強靭化地域計画の概要版

を御覧ください。 

 まず、項目１の計画の概要でございます。国

土強靭化基本法が、平成２５年１２月に公布、

施行されまして、国では、翌６月に国土強靭化

基本計画を策定されました。 

 本市におきましても、布田川・日奈久断層帯

や南海トラフを震源とする巨大地震、また、こ

れまで経験したことのない集中豪雨などの発生

が危惧されます。このような大規模な自然災害

に対し、市民の生命や財産を守り、地域や経済

への致命的な被害を回避し、迅速な復旧・復

興、強靱な地域づくりを計画的に推進するため

に、八代市の国土強靭化地域計画案を策定した

ところでございます。 

 次に、（１）計画の位置づけでございます。

本計画は、国土強靭化基本法第１３条に基づ

き、本市における国土の強靭化の指針として策

定するもので、第２次八代市総合計画を最上位

計画としつつ、八代市地域防災計画を初めとす

る各分野別計画と整合性を持つ計画として位置

づけるものでございます。 

 また、熊本地震からの復旧・復興を目指して

策定しております八代市復旧・復興プランと多

くの共通部分を有するため、復旧・復興プラン

に掲げられた取組、考え方を継承した計画とし

ております。 

 次に、（２）計画期間でございます。計画の

期間は、令和２年度から令和６年度までの５年

間といたします。ただし、計画期間中であって

も、社会情勢の変化や進捗状況を踏まえ、必要

に応じて見直しを行うものとします。 

 計画期間である５年間の考え方につきまして

は、国の計画が、おおむね５年ごとに見直すこ

ととされておりますことから、国に準じて設定

したところでございます。 

 次に、（３）対象とする災害でございます。 

 冒頭にも申し上げましたが、市内全域に甚大

な被害をもたらす地震・津波や集中豪雨、台風

などの大規模自然災害を対象としております。 

 次に、項目２、地域防災計画との役割分担で

ございます。下段の図に示しておりますとお

り、国土強靭化地域計画と地域防災計画では、

計画の対象となる時期に違いがございます。 

 国土強靭化地域計画では、災害の発生前に、

何をしておくのかを整理した計画になっている

のに対しまして、地域防災計画では、発災前か

ら、発災時、発災後の対応を整理した計画とな

っております。 

 また、地域防災計画では、一般災害や地震、

津波災害など、災害のリスクごとに計画が立て

られておりますけれども、国土強靱化地域計画

では、あらゆるリスクを見据えつつ、最悪な事

態に陥る事が避けられるよう、強靱な行政機能

や地域社会、地域経済を事前につくり上げてい

こうとするものでございます。 

 次に、項目３、基本目標でございます。本市

の国土強靱化を推進する上で、国はもとより、

県の計画に掲げられた基本目標を踏まえ、本計

画においても、次の４つの基本目標を設定しま

した。 

 まず１番目の基本目標として、市民の生命を

守ること、２番目の基本目標は、市域の重要な

機能が致命的な障害を受けず維持されること、

３番目は、市民の財産及び公共施設に係る被害

の最小化を図ること、最後に４番目としまし

て、被災した場合も迅速な復旧・復興を図るこ

とでございます。 

 次に、項目４、基本的な方針でございます。

基本的な方針は、全１３項目となりますが、こ

こでは、主なものを６つ掲載しております。 
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 この基本方針につきましても、国の計画及び

県の計画との調和を図り、設定しているところ

でございます。 

 次に、項目５、事前に備えるべき目標と起き

てはならない最悪の事態の設定でございます。 

 資料２を御覧ください。冊子となっておりま

す。すみません、Ａ３の紙でございます。 

 こちらは、八代市国土強靭化地域計画の体系

図となります。Ａ３の紙です。 

 本計画では、事前に備えるべき目標としまし

て、１の共通取組から、右側、下段までの９の

迅速な復旧・復興に向けた条件整備まで、９つ

の目標を設定しております。 

 １の共通取組につきましては、全項目に係る

共通する取組を１カ所に整理したものでござい

ます。 

 次に、起きてはならない最悪の事態を３０項

目、これに対する回避するための具体的な取組

としまして、分野別施策を８５項目設定してお

ります。 

 戻りまして、資料１、概要版を御覧くださ

い。 

 項目６、脆弱性評価と施策の推進方針の実施

手順でございます。 

 実施手順としましては、まず、１、現行施策

の進捗状況・課題の整理を行いまして、次に、

２、脆弱性の課題の検討・評価を行いまして、

その後、３、施策の推進方針の設定を行いま

す。この実施手順の具体的な流れにつきまして

は、資料３、計画書の本編、厚い冊子になって

おりますけれども、資料３で一例を説明させて

いただきます。冊子でございます。 

 資料３、八代市国土強靭化地域計画の１５ペ

ージを御覧ください。 

 第４章、地域計画の推進方針でございます。

ここでは、事前に備えるべき目標が、１、共通

取組、起きてはならない最悪の事態が、１－

１、共通取組、分野別施策が、（１）防災意識

の啓発となります。この防災意識の啓発という

施策に対する現状分析としまして、脆弱性の評

価を行っております。 

 次に、脆弱性の評価に対しまして、今後どの

ようなことに取り組んでいくのかを、推進方針

として整理しております。 

 また、推進方針に基づく具体的な取組を、主

な取組として設定しているところでございま

す。 

 以上の構成によりまして、８５の分野別施策

を設定しております。 

 次に、１０１ページをお開きください。 

 この計画の進捗状況を把握するために、重要

業績指標、いわゆるＫＰＩを４２項目設定しま

して、進捗を管理することとしております。 

 以上が、計画書の全体概要となります。 

 また、資料１、概要版の裏面につきまして

は、ただいま、資料２、体系図、及び資料３、

計画書本編にて御説明しました部分と重なりま

すので、説明のほうは省略させていただきま

す。 

 以上、八代市国土強靭化地域計画案の説明と

させていただきます。御審議よろしくお願いい

たします。 

○委員長（橋本幸一君） ただいま説明がござ

いましたが、質問等ございませんか。 

○委員（堀 徹男君） 早速ですけども、すぐ

にでも取り組んでいただきたいような項目がで

すね、５９ページと６０ページにあるわけです

けど、具体的に、これ、計画を練られて、いつ

から始動ということになったですかね。 

○理事兼企画政策課長（福本桂三君） 施行は

令和２年の４月１日とさせていただいていると

ころでございますけれども、新型コロナウイル

スの関係でございますけれども、新型コロナウ

イルスに関しましては、実は、この国土強靭化

地域計画では、国土強靭化基本法に基づいて策

定をしているところでございます。 
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 この基本法では、大規模自然災害を対象とす

ることとされていますことから、直接的な感染

症対策については、対象としていないところで

ございます。 

 以上です。 

○委員長（橋本幸一君） よろしいですか。４

月１日から施行、施行日になっているでしょ

う。堀委員、いつから施行かということでしょ

う。 

○委員（堀 徹男君） そうですね、早速で

も、はい、してほしいなと思います。 

○委員長（橋本幸一君） ということでよろし

いですか。 

 ほかに。 

○委員（成松由紀夫君） 施行日云々というの

は、もう理解すっとですけども、実際問題、こ

こに感染病、疫病、医療救護活動の体制という

ようなことで書いてあるわけですけども、今理

事会とか、対策本部の理事会、幹事会とか、い

ろいろ活発な議論が出よるというようなところ

があるので、こういったこともしっかり含みな

がら活用すれば、それはそれで施行日にこだわ

らずに、いいんじゃないかと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（橋本幸一君） 意見として。 

 ほかに質問ございませんか。よろしいです

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） なければ、以上で、

八代市国土強靭化地域計画案についての説明を

終了いたします。（｢ありがとうございまし

た」と呼ぶ者あり） 

                              

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

（令和２年度組織機構再編の概要について） 

○委員長（橋本幸一君） 次に、令和２年度組

織機構再編の概要についてを説明願います。 

○人事課長（濱田浩介君） 人事課の濱田でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、令和２年度組織機構再編につきま

して、着座にて説明させていただきます。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

○人事課長（濱田浩介君） 令和２年度の組織

再編につきまして、新たな行政課題や市民ニー

ズに対応するとともに、効率的かつ効果的な組

織機構を構築するため、見直しを行うものでご

ざいます。 

 資料の令和２年度組織機構再編の概要を御覧

ください。こちらに沿って説明させていただき

ます。 

 まず、経済文化交流部におきまして、１、商

工・港湾振興課の新設と、２、観光・クルーズ

振興課の新設を行います。 

 １の商工・港湾振興課の新設につきまして

は、八代港におけるガントリークレーン、コン

テナヤード等の物流機能が強化されたことか

ら、八代港の貿易港としての利活用と企業立地

の促進とを一体的に推進することにより、さら

なる取扱量及び航路、便数の増加を図るため、

商工政策課と国際港湾振興課を統合し、商工・

港湾振興課を新設するものです。 

 次に、２の観光・クルーズ振興課の新設につ

きましては、八代港におけるクルーズ専用岸

壁、国際クルーズ拠点が整備されましたことか

ら、国際クルーズ拠点を核とした観光客誘致の

一層の促進を図るため、観光振興課に、新たに

クルーズ振興係を設置して、観光・クルーズ振

興課を新設するものでございます。 

 ２ページ目をお願いいたします。 

 建設部におきましては、３の新庁舎建設課の

移管と、４の営繕課の新設を行います。 

 ３の新庁舎建設課の移管につきましては、新

庁舎建設が施工段階に入ったことから、行政内

部における技術的な指導監督体制を強化するた

め、新庁舎建設課を財務部から建設部に移管す

るものです。 
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 次に、営繕課の新設につきましては、建築・

設備の技術職員を集約し、技術継承を図るとと

もに、老朽化が進む市有施設の大規模改修等の

営繕業務を一元化するため、建築住宅課から建

築設備部門を分離・拡充し、営繕課の設置を行

うものです。 

 また、建築住宅課を住宅課に改称しまして、

増加する空き家対策の窓口を一本化するととも

に、市営住宅の管理など、住宅関連施策を推進

するものです。 

 課の再編につきましては、以上でございます

が、５のその他、係等の再編につきましては、

人事課、健康推進課、博物館、水道局における

係レベルの再編についても記載しておりますの

で、お目通しいただければと存じます。 

 説明につきましては、以上でございます。御

審議よろしくお願いいたします。 

○委員長（橋本幸一君） 本件について、何か

質疑、御意見等ございませんか。ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） なければ、以上で、

令和２年度組織機構再編の概要についての説明

を終了いたしたいと思います。 

 そのほか、当委員会の所管事務調査について

何かございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） なければ、以上で、

所管事務調査２件についての調査を終了いたし

ます。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

て、お諮りいたします。 

 当委員会の所管事務調査２件については、な

お調査を要すると思いますので、引き続き閉会

中の継続調査の申し出をいたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 異議なしと認め、そ

のように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。これをもって、総務委員会を散会い

たします。 

（午後３時４１分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和２年３月１８日 

総務委員会 

委 員 長 
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